
平成 30 年度 

阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 

次 第 

 

 

日時 平成 30 年 4 月 19 日（木）14:30～16:00 

場所 阿賀川河川事務所 １F会議室 

 

 

 

１．開会の挨拶 

   阿賀川河川事務所長 

 

２．議事 

１）幹事会の報告 

・規約の改正について 【資料１】 

・「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく阿賀川流域の 

減災に係る各機関の取組について 【資料２】 

 

２）話題提供 

・洪水警報の危険度分布とその利用について（福島地方気象台） 【資料３】 

 

３）その他 

・ハザードマップポータルサイトについて 【資料４】 

・危機管理型水位計について 【資料５】 

・浸水ナビについて 【資料６】 

・防災教育について                     【資料７】 

 

３．閉会 
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【資料１】

１）　幹事会の報告

規約の改正について



阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約  現行 阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約  改正（案） 備考 

（名称） 

第１条 この会議は、「阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会」

（以下「協議会」という。）と称する。 

 

 

（目的） 

第２条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨により大規模な

浸水被害が発生したことを踏まえ、河川管理者、県、市町村等が連

携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対

策を一体的、計画的に推進することにより、阿賀川流域において氾

濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水に備える「水防

災意識社会」を再構築することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得

て、必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識経験者等）の

参加を協議会に求めることができる。 

 

 

 

（設置） 

第１条 水防法（昭和 24年法律第 193 号）第 15条の 9に基づく大

規模氾濫減災協議会として、「阿賀川大規模氾濫に関する減災対策

協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会では、「施設では防ぎ切れない大洪水は発生するも

の」へと意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備える「水防災意識

社会」を再構築するため、河川管理者、県、市町村等が連携して、

阿賀川流域における洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・

ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。 

 

 

（協議会の対象河川） 

第３条 協議会は、阿賀川、日橋川及び湯川の指定区間外を対象と

する。ただし、大川ダム管理区間を除くものとする。 

 

 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別紙１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得

て、必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識経験者等）の

参加を協議会に求めることができる。 

 

 

 

 

水防法に基づく協議会であ

ることを明記 

修正 

 

 

修正 

 

 

 

 

 

 

条項の追加 

洪水予報河川及び水位周知

河川について具体的河川名

をもって協議会の検討対象

であることを明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator
資料１



阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約  現行 阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約  改正（案） 備考 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災

対策等の各種検討、調整を行うことを目的とし、結果について協議

会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得

て、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識経験者等）の

参加を幹事会に求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

 一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各

構成員がそれぞれ又は連携して実施している現状の減災に係る取

組状況等について共有する。 

 二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾

濫水の排水を実現するために各構成員がそれぞれ又は連携して取

り組む事項をまとめた地域の取組方針を作成し、共有する。 

 三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく

対策の実施状況を確認する。また、本協議会等を中心として、毎年

出水期前にトップセミナーや堤防の共同点検等を実施し、状況の共

有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を

実施する。 

 

 

 

（幹事会の構成） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災

対策等の各種検討、調整を行うことを目的とし、結果について協議

会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得

て、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識経験者等）の

参加を幹事会に求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第６条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

 一 洪水浸水想定区域等の現状の水害リスク情報を共有すると

ともに、各構成員がそれぞれ又は連携して実施している現状の減災

に係る取組状況等について共有する。 

 二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動、氾濫水の排水等によ

る浸水被害軽減を実現するために、各構成員がそれぞれ又は連携し

て実施する取組事項について協議し、共有する。 

 三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく

対策の実施状況を確認する。また、本協議会等を中心として、毎年

出水期前にトップセミナーや堤防の共同点検等を実施し、状況の共

有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約  現行 阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約  改正（案） 備考 

（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただ

し、審議内容によっては、協議会に諮り、非公開とすることができ

る。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告する

ことにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表する

ものとする。ただし、個人情報等で公開することが適切でない資料

等については、協議会の了解を得て公表しないものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席し

た委員の確認を得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、北陸地方整備局阿賀川河川事務所（管理課）が行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその

他運営に関し必要な事項については、協議会で定めるものとする。 

 

 

（附則） 

第１０条 本規約は、平成２８年 ５月１３日から施行する。 

本規約は、平成２９年 ４月２６日から施行する。 

 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただ

し、審議内容によっては、協議会に諮り、非公開とすることができ

る。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告する

ことにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出された資料等については速やかに公表する

ものとする。ただし、個人情報等で公開することが適切でない資料

等については、協議会の了解を得て公表しないものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席し

た構成員の確認を得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、北陸地方整備局阿賀川河川事務所（管理課）が行う。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きそ

の他運営に関し必要な事項については、協議会で定めるものとす

る。 

 

（附則） 

第１１条 本規約は、平成２８年 ５月１３日から施行する。 

本規約は、平成２９年 ４月２６日から施行する。 

本規約は、平成  年  月  日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部修正 



阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約  現行 阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約  改正（案） 備考 

 

 

別表－１ 

機  関  名 代 表 者 

会 津 若 松 市 

喜 多 方 市 

会 津 坂 下 町 

会 津 美 里 町 

湯 川 村 

福島県 災 害 対 策 課 

福島県 河 川 計 画 課 

福島県 会津若松建設事務所 

福島県 喜多方建設事務所 

福 島 地 方 気 象 台 

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 

市  長 

市  長 

町  長 

町  長 

村  長 

課  長 

課  長 

所  長 

所  長 

台  長 

所  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表－１ 

機  関  名 代 表 者 

会 津 若 松 市 

喜 多 方 市 

会 津 坂 下 町 

会 津 美 里 町 

湯 川 村 

福島県 災 害 対 策 課 

福島県 河 川 計 画 課 

福島県 会津若松建設事務所 

福島県 喜多方建設事務所 

福 島 地 方 気 象 台 

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 

市  長 

市  長 

町  長 

町  長 

村  長 

課  長 

課  長 

所  長 

所  長 

台  長 

所  長 

 

 

 

 

 

 

 



阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約  現行 阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約  改正（案） 備考 

 

別表－2 

所     属 幹 事 名 

会 津 若 松 市 

喜 多 方 市 

会 津 坂 下 町 

会 津 美 里 町 

湯 川 村 

福島県 災 害 対 策 課 

福島県 河 川 計 画 課 

福島県 会津若松建設事務所 

福島県 喜多方建設事務所 

福 島 地 方 気 象 台 

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 

危 機 管 理 課 長 

生 活 防 災 課 長 

総 務 課 長 

く ら し 安 心 課 長 

総 務 課 長 

副 課 長 

副 課 長 

主幹兼企画管理部長 

主幹兼企画管理部長 

防 災 管 理 官 

副 所 長 （ 技 術 ） 

 

 

 

別表－2 

所     属 幹 事 名 

会 津 若 松 市 

喜 多 方 市 

会 津 坂 下 町 

会 津 美 里 町 

湯 川 村 

福島県 災 害 対 策 課 

福島県 河 川 計 画 課 

福島県 会津若松建設事務所 

福島県 喜多方建設事務所 

福 島 地 方 気 象 台 

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 

危 機 管 理 課 長 

生 活 防 災 課 長 

総 務 課 長 

く ら し 安 心 課 長 

総 務 課 長 

副 課 長 

副 課 長 

企 画 管 理 部 長 

企 画 管 理 部 長 

防 災 管 理 官 

副 所 長 （ 技 術 ） 
 

 



【資料２】

「水防災意識社会　再構築ビジョン」に基づく
　　　　　阿賀川流域減災に係る各機関の取組について



○概ね５年で実施する取組

具体的な取組

１．ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

　・築堤
　・河道掘削
　・侵食対策
　・浸透対策

24,25,
26

引き続き
実施

○ ○

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

①新技術を活用した水防
資機材の検討及び配備

19,20
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②円滑な避難活動や水防
活動を支援するため、
CCTVカメラ、簡易水位計
や量水標等の設置

13,16
H28年度

から順次整備
○

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

①リアルタイムの情報提供
やプッシュ型情 報の発信
など防災情報の充実

9,10,
11,12,

13

引き続き
実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 活用

②避難勧告等の発令に着
目した防災行動計画（タイ
ムライン）の整備及び検証
と改善

3,8 順次実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤参加市町村による広域
避難計画の策定及び支援

4,5
平成28年度

から順次実施
○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥広域的な避難計画等を
反映した新たな洪水ハザー
ドマップの策定・周知

4,5,
6

H28年度
から順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 活用

⑦水位予測の検討及び精
度の向上

2
H28年度
から検討

○

⑧気象情報発信時の「危険
度の色分け」や「警報級の
現象」等の改善

13
H29年度
から実施

○ 活用

○

湯川村
会津美里

町

③想定最大規模も含めた
破堤点別浸水想定区域
図、 家屋倒壊等氾濫想定
区域の公表（浸水ナビ等に
よる公表）

4,5,
6

H28年度
から順次実施

○ ○

福島県
福島地方
気象台

会津若松
市

喜多方市
会津坂下

町
事項

具体的な取組の柱
課題の
対応

④立ち退き避難が必要な
区域及び避難方法の検討

4,5,
6,8,
14

○ ○

地域住民

H28年度
から順次実施

○ ○ ○○

目標時期
実施する機関

北陸地整

活用

○概ね５年で実施する取組

具体的な取組
湯川村

会津美里
町

福島県
福島地方
気象台

会津若松
市

喜多方市
会津坂下

町
事項

具体的な取組の柱
課題の
対応

地域住民目標時期
実施する機関

北陸地整

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

①自治会や地域住民が参
加した洪水に対するリスク
の高い箇所の共同点検の
実施

1
順次毎年

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

②小中学校等における水
災害教育を実施

1
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

③出前講座等を活用し、水
防災等に関する説明会を
開催

1,15
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

④まるごとまちごとハザード
マップを整備

4,6,
12

順次実施 ○ 活用

⑤効果的な「水防災意識社
会」の再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

7,11,
12

Ｈ28年度
から順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 活用

⑥住民の防災意識を高め、
地域の防災力の向上を図
るための自主防災組織の
充実

14
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ 参加

２．ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

①水防団等への連絡体制
の確認と首長も参加した実
践的な情報伝達訓練の実
施

17
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

②自治体関係機関や水防
団が参加した洪水に対する
リスクの高い箇所の合同巡
視の実施

16,17
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③毎年、関係機関が連携し
た水防実働訓練等を実施

19,20
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

④水防活動の担い手となる
水防団・水防協力団体の募
集・指定を促進

18,20
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ 参加

⑤国・県・自治体職員等を
対象に、水防技術講習会を
実施

19
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥大規模災害時の復旧活
動の拠点等配置計画の検
討を実施

21
H28年度
から検討

○

■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組

①要配慮者利用施設によ
る避難確保計画の作成に
向けた支援を実施

14
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

②大規模工場等への浸水
リスクの説明と水害対策等
の啓発活動

12
引き続き

実施
○ 活用



○概ね５年で実施する取組

具体的な取組
湯川村

会津美里
町

福島県
福島地方
気象台

会津若松
市

喜多方市
会津坂下

町
事項

具体的な取組の柱
課題の
対応

地域住民目標時期
実施する機関

北陸地整

２．ソフト対策の主な取組　③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化

■救援・救助活動の効率化に関する取組

①大規模災害時の救援・救
助活動等支援のための拠
点等配置計画の検討を実
施

5,22
H28年度
から検討

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

①大規模水害を想定した
阿賀川排水計画（案）の検
討を実施

22,23
H28年度
から検討

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②排水ポンプ車の出動要
請の連絡体制等を整備

23
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③関係機関が連携した排
水実働訓練の実施

24
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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項目事項 内容
課題の
対応

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

１．ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

　・築堤
　・河道掘削
　・侵食対策
　・浸透対策
　・洪水調節機能を有する
ダムの施設管理

24,25,
26

・防災拠点等の整備を検討
する。
・洪水を安全に流すための
ハード対策を推進する。

引き続き
実施

・洪水を安全に流すための
ハード対策を推進する。

引き続き
実施

H28年度の取組

・長井河道掘削
・宮古・佐野目弱小堤防対
策
・青津・浜崎浸透対策

・湯川、濁川、押切川、田付
川で河道掘削
・溷川で築堤、河道掘削

H29年度の取組

・長井河道掘削
・宮古・佐野目弱小堤防対
策
・青津・浜崎・遠田浸透対策

・湯川、溷川、濁川の河道
掘削
・大塩川、三ノ森川の河床
整正、押切川の伐木

引き続き
実施

H30年度の予定

・長井河道掘削
・宮古・佐野目弱小堤防対
策
・青津・浜崎・遠田浸透対策

・湯川の河道掘削
・濁川、大塩川、押切川、三
の森川の河床整正

引き続き
実施

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

①新技術を活用した水防
資機材の検討及び配備

19,20

・水防連絡会にて水防倉庫
の備蓄材などの合同巡視を
実施
・新技術（水のう等）を活用
した資機材等の配備

・引き続
き実施

・H28年
度から検
討

・水防資機材の配備状況の
確認・整備

・引き続
き実施

・河川管理者や水防団と連
携し水防資機材の配備状況
の確認や新技術（水のう等）
整備を検討。

H29年度
から検討

・河川管理者と市・消防本
部・水防団等で資機材を確
認する。
・水防資機材の種類や数量
を検討する。

H29年度
から検討

・河川管理者と町・消防本
部・水防団等で資機材を確
認する。
・水防資機材の種類や数量
を検討する。

H28年度
から検討

・河川管理者と町・消防本
部・水防団（消防団）等で資
機材を確認する。
・水防資機材の種類や数量
を検討する。

H29年度
から検討

・水防資機材の種類や数量
を確認し、必要なものにつ
いては整備を行う。

H28年度
から検討

H28年度の取組

・水防連絡会として水防倉
庫の備蓄材などの合同巡視
を実施(塩川水防倉庫)
（6/14）

・水防資機材の配備状況の
確認・整備

・水防資機材の配備状況の
確認

・水防連絡会として水防倉
庫の備蓄材などの合同巡視
を実施(塩川総合支所水防
倉庫)（6/14）
・土のうステーションを設置
（旧喜多方市2ヶ所、各支所
1ヶ所ずつ）
各ステーションに100袋備蓄

・使用資機材の補充 ・水防連絡会として水防倉
庫の備蓄材などの合同巡視
を実施(本郷水防倉庫)
（6/8）

・土のう袋の購入を実施

H29年度の取組

・水防連絡会にて水防倉庫
の備蓄材などの合同巡視を
実施（東神指水防倉庫6/30,
塩川水防倉庫6/23）

・水防資機材の配備状況の
確認・整備

引き続き
実施

・水防資機材の配備状況の
確認

・UV土のう袋を購入し土の
うを補充
・シート張工用のブルーシー
ト、単管パイプを購入

４月 ・使用資機材の補充 ・水防資機材の種類や数量
を検討する

・引き続き必要な資機材の
整備補充を予定。

H29年度
末に予
定。

H30年度の予定

・水防連絡会にて水防倉庫
の備蓄材などの合同巡視を
実施

・水防資機材の配備状況の
確認・整備

引き続き
実施

・水のう整備を検討 ・河川管理者と市・消防本
部・水防団等で資機材を確
認する。
・水防資機材の種類や数量
を検討する。
・ＵＶ土のう袋購入

・使用資機材の補充 ・水防資機材を確認し、種
類や数量を検討する

・引き続き必要な資機材の
整備補充を予定。

②円滑な避難活動や水防
活動を支援するため、
CCTVカメラ、簡易水位計
や量水標等の設置

13,16

・簡易水位計の設置
・ＣＣＴＶカメラの設置

H28年度
から順次
整備

H28年度の取組

・H27簡易水位計設置済
（R29k)
・ＣＣＴＶカメラ２基設置（雨
屋、間宮）（全４４基）

H29年度の取組

H30年度の予定
危険箇所等に新たに危機
管理型水位計を設置予定

会津若松市 会津坂下町喜多方市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
北陸地整 湯川村会津美里町福島県 福島地方気象台
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会津若松市 会津坂下町喜多方市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
北陸地整 湯川村会津美里町福島県 福島地方気象台

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する事項

①リアルタイムの情報提供
やプッシュ型情報の発信な
ど防災情報の充実

9,10,
11,12,

13

・川の防災情報システムの
改良及びスマートフォンを活
用した情報発信
・プッシュ型の洪水予報等
の情報発信

順次
実施

・県のＨＰにて、河川水位、
雨量情報等を発信

引き続き
実施

・気象警報・注意報を発表
し、防災情報提供システム
等により現象ごとに警戒期
間、注意期間、ピーク時間
帯、雨量などの予想最大値
を周知
・必要に応じて、自治体に情
報伝達（ホットライン）を実施

引き続き
実施

・登録制である市民向け防
災メールについて、更なる
普及のため周知・広報を実
施する。

 ・危険箇所 の範囲 や避難所
 の位置 を分 かりやすく表示
 する防災 アプリについて開
発 を予定。

引き続き
実施

H28年度
から開発
予定

・防災行政無線やコミュニ
ティーFMを使用し住民への
周知を行う。
　また、V－Lowマルチメディ
ア放送の導入に併せ、防災
情報の伝達手段として検討
していく。

H28年度
から検討

・防災行政無線（同報系）を
利用して洪水時のダム放流
情報や水位情報等を分かり
やすく伝える。

H28年度
から検討

・登録制メールについて、更
なる普及のため周知・広報
を実施する。

H29年度
から検討

・既存の登録制メールの普
及周知を図るほか、防災行
政無線の導入について検
討する。

H28年度
から検討

H28年度の取組

・県のＨＰ「河川流域総合情
報システム」にて、河川水
位、雨量情報等を発信

・防災気象情報改善に関す
る説明の実施及び試験配
信の実施
・新たな指数を活用した大
雨警報（浸水害）及び洪水
警報の改善（基準の見直
し）

・防災メール登録人数を増
加させ有効に使用

引き続き
実施

・実施計画策定 ・分かりやすい広報に努め
る

・町広報誌に繰り返し掲載
や、防災に関する説明会時
に周知。現在約570人登録

・登録制メール約１００人登
録

H29年度の取組

・プッシュ型の洪水予報等
の情報発信
・広報による周知

H29.5か
ら実施

・県のＨＰ「河川流域総合情
報システム」にて、河川水
位、雨量情報等を発信

引き続き
実施

・表面雨量指数を活用した
大雨警報（浸水害）及び精
緻化された流域雨量指数等
を用いた洪水警報の運用開
始（H29.7）
・必要に応じて、自治体に情
報伝達（ホットライン）を実施

出水期前
を予定

 ・市 のまちづくりアプリ内 で
 の防災機能 の開発
・防災メールの周知活動継
続

引き続き
実施

・Ｖ－Lowマルチメディア放
送による防災情報の伝達手
段について検討中。

・分かりやすい広報に努め
る

・町広報誌に繰り返し掲載
や、防災に関する説明会時
に周知。現在約678人登録

・登録制メールについては、
広報誌に定期的に掲載し、
周知を図る。防災行政無線
については、導入について
検討する。

Ｈ29.8か
ら実施

H30年度の予定

・プッシュ型の洪水予報等
の情報発信
・広報による周知

・県のＨＰ「河川流域総合情
報システム」にて、河川水
位、雨量情報等を発信

引き続き
実施

・大雨警報・洪水警報基準
の見直しの検討等
・必要に応じて、自治体に情
報伝達（ホットライン）を実施
する

 ・市 のまちづくりアプリ内 で
 の防災機能 の開発
・防災メールの周知活動継
続

・防災行政無線やコミュニ
ティーFMを使用し住民への
周知を行う。
　また、V－Lowマルチメディ
ア放送の導入に併せ、防災
情報の伝達手段として検討
していく。

・適切な情報をわかりやすく
迅速な広報に努める。

・周知活動を継続し、登録
者を増やす。

・登録制メールについては、
引き続き、広報誌への掲載
して周知を図る。防災行政
無線については、実施設計
に着手する。

②避難勧告等の発令に着
目した防災行動計画（タイ
ムライン）の整備及び検証
と改善

3,8

・出水後におけるタイムライ
ンの検証と改善
・市町村のタイムライン策定
に係る支援を行う
・必要に応じて、水位情報
等の提供など

順次実施 ・市町村が作成するタイムラ
インに必要な水位情報等の
提供など

順次実施 ・市町村のタイムライン策定
に係る支援を行う

・ホットラインのタイミングや
庁内の体制などについて、
河川事務所、県と連携をと
りつつタイムラインを改善。

順次実施 ・タイムラインの策定を行
う。

H29年度
から実施

・防災会議において、避難
行動計画等の改訂等をふま
え、タイムラインの整備を行
う。

H28年度
から実施

・タイムラインを盛り込んで
いる避難勧告等の判断・伝
達マニュアルの改正

H29年度
から実施

・防災計画の修正に併せ
て、整備する。

H28年度
から検討

H28年度の状況

・9/7タイムライン作業部会
（勉強会）開催
・11月各市町村毎にタイム
ライン策定打合実施

・今年度出水なし ・市町村の要請により、タイ
ムライン検討会等への職員
の派遣

・土砂災害についても検討
中

順次実施 ・3月（案）を作成 ・H28年8月25日内部決裁仮
運用
・H29年3月16日防災会議で
審議予定

・避難勧告等の判断・伝達
マニュアルを作成し、その中
にタイムラインを盛り込ん
だ。

・H29.2月に案を作成。

H29年度の取組

・出水後におけるタイムライ
ンの検証と改善

・出水時に適切な情報提供
を行う。（土木部）
・市町村の避難判断の基準
策定を支援している。（危機
管理部）

引き続き
実施

・市町村タイムライン検討会
等への職員を派遣するなど
タイムライン策定を支援す
る。
・地域防災計画修正等支援
（福島市等7市町村）
【H29年度実施】

・国、県等の関係機関と連
携しホットラインのタイミング
や庁内の体制等についてタ
イムラインを検証・改善

・H29年度試験運用、修正、
正式決定

・随時見直しを行う ・タイムラインを含めた避難
判断マニュアルの見直しを
行う。

・避難行動マニュアルとセッ
トで策定する。

Ｈ29年度
末に予
定。

H30年度の予定

・出水後におけるタイムライ
ンの検証と改善

・出水時に適切な情報提供
を行う。（土木部）
・平成29年度に引き続き、
市町村の避難判断の基準
策定を支援する。（危機管
理部）

引き続き
実施

・市町村タイムライン検討会
等への職員を派遣するなど
タイムライン策定を支援す
る。

・国、県等の関係機関と連
携しホットラインのタイミング
や庁内の体制等についてタ
イムラインを検証・改善

・随時見直しを行う。 ・随時見直しを行う ・随時見直しを行う

H28年度の取組

・阿賀川洪水浸水想定区域
図の策定・公表
・日橋川洪水浸水想定区域
図の策定・公表
・家屋倒壊等氾濫想定区域
図を作成し自治体へ提供

H29年度の取組

・想定最大規模降雨の阿賀
川氾濫シミュレーションの公
表
・想定最大規模降雨の日橋
川氾濫シミュレーションの公
表
・湯川洪水浸水想定区域図
の策定・公表

H29実施 ・湯川、古川、宮川について
H29年度から想定最大規模
を含めた浸水想定区域図作
成

H29～30
年度

H30年度の予定
・想定最大規模降雨の湯川
氾濫シミュレーションの公表
予定

・田付川（喜多方市）の浸水
想定区域図作成

H30～31
年度

③想定最大規模も含めた
破堤点別浸水想定区域
図、 家屋倒壊等氾濫 想定
区域の公表（浸水ナビ等に
よる公表）

4,5,
6

・阿賀川洪水浸水想定区域
図の策定・公表
・日橋川洪水浸水想定区域
図の策定・公表
・家屋倒壊等氾濫想定区域
図を作成し自治体へ提供
・想定最大規模降雨の阿賀
川氾濫シミュレーションの公
表
・想定最大規模降雨の日橋
川氾濫シミュレーションの公
表

H28年度
から実施

・想定最大規模も含めた浸
水想定区域図や家屋倒壊
等氾濫想定区域等の公表
を行う。

H29年度
以降検討
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会津若松市 会津坂下町喜多方市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
北陸地整 湯川村会津美里町福島県 福島地方気象台

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

H28年度の取組

・浸水想定区域の浸水深、
浸水継続時間及び家屋倒
壊危険区域の公表（阿賀
川・日橋川）

・避難等のプランニングマッ
プの運用・拡充

H29年度の取組

・浸水想定区域の浸水深、
浸水継続時間及び家屋倒
壊危険区域の公表（湯川）

・湯川、古川の浸水想定区
域を公表

H29年度
から順次
実施

・H29年度に見直しを行い、
危険区域の住民説明会を
開催。

5月 ・洪水ハザードマップ、磐梯
山火山防災マップの作成に
併せて、確認作業を行っ
た。

・宮川浸水想定区域確定後
避難計画の見直しを行う

・家屋倒壊等氾濫想定区域
等において、丈夫で高い建
物を所有している企業等と
協定を締結する

・ハザードマップ作成に併せ
て、確認作業を行う。

Ｈ29.11か
ら着手

H30年度の予定
・宮川の浸水想定区域を公
表

H29年度
から順次
実施

・危険区域の住民説明会を
開催。

出水期前 ・避難計画の見直し、修正
を行う。

・宮川浸水想定区域確定後
避難計画の見直しを行う。

・ハザードマップ更新に併せ
て確認作業を行う。

・引き続き確認作業を行う。

⑤参加市町村による広域
避難計画の策定及び支援

4,5

・作成に必要な情報の提供
及び策定を支援

H28年度
から順次
実施

・作成に必要な情報の提供
及び策定を支援（県道路管
理課ホームページでの冠水
危険箇所公表など）

引き続き
実施

・作成に必要な情報の提供
及び策定を支援

H28年度
から順次
実施

・隣接する市町村間で、浸
水想定を考慮し、広域避難
体制の整備を行う。

H29年度
以降検討

隣接する市町間で、浸水想
定を考慮し、広域避難体制
の整備を行う。

H29年度
以降検討

隣接する市町間で、浸水想
定を考慮し、広域避難体制
の整備を行う。

H28年度
以降検討

H28年度の取組
・上記のとおり、情報提供を
行っている。

・両沼管内市町村広域連携
協定締結済

H29年度の取組
・作成に必要な情報の提供
及び策定を支援

・引き続き情報提供を行う。 引き続き
実施

・引き続き情報提供等支援
を行う。

・浸水想定の見直しを踏ま
えて近隣市町村との協議を
検討

・宮川浸水想定区域確定後
避難計画の見直しを行う

・広域避難体制の整備を検
討する。

Ｈ29年度
末に予
定。

H30年度の予定
・作成に必要な情報の提供
及び策定を支援

・引き続き情報提供を行う。 引き続き
実施

・引き続き情報提供等支援
を行う。

・隣接する市町村間で、浸
水想定を考慮し、広域避難
体制の整備を行う

・引き続き広域避難体制の
整備を検討する。

・浸水想定区域図等の公表
後に立ち退き避難が必要な
区域及び避難方法を検討
する。

H29年度
以降検討

④立ち退き避難が必要な
区域及び避難方法の検討

・浸水想定区域の浸水深、
浸水継続時間及び家屋倒
壊危険区域の情報提供を
行う。

4,5,
6,8,
14

H28年度
から実施

・浸水深、浸水継続時間及
び家屋倒壊危険区域等よ
り、立ち退き避難が必要な
区域を検討する。
・想定最大規模での浸水深
により避難計画の見直し整
理

○広域避難の他に垂直避
難等、柔軟な避難方法の検
討
・家屋倒壊等氾濫想定区域
における頑丈で高い建物等
での屋内安全確保等、柔軟
な避難方法の検討
・避難路、その他の避難経
路の検討

H29年度
以降検討

・想定最大規模での浸水深
及び家屋倒壊危険区域等
により避難計画を見直し、
立ち退き避難が必要な区域
を検討。
・垂直避難等、柔軟な避難
方法の検討。

H29年度
以降検討

・浸水深、浸水継続時間及
び家屋倒壊危険区域等よ
り、立ち退き避難が必要な
区域を検討する。

○広域避難の他に垂直避
難等、柔軟な避難方法の検
討
・家屋倒壊等氾濫想定区域
における頑丈で高い建物等
での屋内安全確保等、柔軟
な避難方法の検討
・避難路、その他の避難経
路の検討

H29年度
以降検討

・避難所ごとに水害時の浸
水深や避難の可否につい
て確認を行う。

H28年度
以降検討

・浸水想定区域の浸水深、
浸水継続時間及び家屋倒
壊危険区域の情報提供を
行う。

H29年度
以降検討
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会津若松市 会津坂下町喜多方市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
北陸地整 湯川村会津美里町福島県 福島地方気象台

⑥広域的な避難計画等を
反映した新たな洪水ハザー
ドマップの策定・周知

4,5,
6

・ハザードマップポータルサ
イトの周知と活用を促進

H28年度
から実施

・水位周知河川である湯川・
宮川・田付川の３河川につ
いて、想定最大規模での浸
水想定区域図等の作成を
行う。

H29年度
以降実施

・想定最大規模での浸水深
等に対応したハザードマッ
プの見直しを行う。

H29年度
以降検討

・洪水ハザードマップの見直
しを行い、該当地区の世帯
全へ配布により周知する。

H29年度
以降検討

・防災マップを全戸配布した
ものの、生かされていない
点が見受けられるので、周
知・徹底を図る。

H28年度
以降検討

・洪水・土砂災害ハザード
マップの見直しを行い、全戸
配布により周知する。

H29年度
以降検討

・新たな浸水想定区域に対
応した洪水ハザードマップ
の策定と住民への周知・広
報を実施する。

H28年度
以降検討

H28年度の取組

ハザードマップポータルサイ
トに阿賀川・日橋川の浸水
想定区域図を掲載

H28実施 ・改定済み ・磐梯山火山泥流被害を想
定した火山ハザードマップを
関係市町村と協同で策定し
た。

H29年度の取組

ハザードマップポータルサイ
トに湯川の浸水想定区域図
を追加掲載

H29実施 ・湯川、古川、宮川について
想定最大規模の浸水想定
区域図の作成を行う

H29～30
年度

・日橋川及び阿賀川の最大
浸水想定区域図をもとにハ
ザードマップを作成、全戸配
付

9月 ・日橋川及び阿賀川の最大
浸水想定区域図をもとにハ
ザードマップを作成。
・磐梯山火山泥流災害に伴
う防災マップを作成。
・浸水区域内の地区に対し
マップの配布と住民説明会
を実施。

９、１０月 ・県宮川等を含め想定最大
はH33

・ハザードマップ見直しを行
う（県区間の想定最大での
浸水想定区域が完成後再
改定予定）

・磐梯山火山泥流災害も含
めたハザードマップの見直
しを行う（県区間の想定最
大での浸水想定区域が完
成後再改定予定）

Ｈ29.11か
ら着手

H30年度の予定

策定されたハザードマップ
はハザードマップポータル
サイトに掲載を促す

・田付川について想定最大
規模の浸水想定区域図の
作成を行う

H30～31
年度

・継続して住民への周知を
図る。

・継続して住民への周知を
図る。

・想定最大の浸水想定区域
が完成後改訂予定

・町広報誌に繰り返し掲載
や、防災に関する説明会時
に周知。現在約570人登録

・完成したハザードマップの
配布に併せて住民説明会
開催する。

⑦水位予測の検討及び精
度の向上

2

・現状予測期間（～3時間）
・更に数時間（4～6時間程
度）先も含め水位予測の精
度向上の検討・システム改
良を行う。

H28年度
から検討

H28年度の取組
・H27にシステム改良し精度
向上を行っている

H29年度の取組 ・利用継続
H30年度の予定 ・利用継続

⑧気象情報発信時の「危険
度の色分け」や「警報級の
現象」等の改善

13

・警報等における危険度の
色分け表示
・「警報級の現象になる可能
性」の情報提供
・メッシュ情報の充実化

H29年度
出水期か
ら実施

H28年度の取組

・危険度レベルの設定
・「警報級の可能性」「危険
度を色分けした時系列」の
試行（防災情報提供システ
ムにより全市町村へ提供済
み）

3月中

H29年度の取組

・浸水・洪水の危険度を色
分けしたメッシュ情報の配
信及び気象庁HPでの提供
（H29.7）
・「警報級の可能性」「危険
度を色分けした時系列」の
正式運用及び気象庁HPで
の提供（H29.5)

出水期前
を予定

H30年度の予定

・浸水・洪水の危険度を色
分けしたメッシュ情報等の
利活用の促進

通年
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会津若松市 会津坂下町喜多方市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
北陸地整 湯川村会津美里町福島県 福島地方気象台

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

①自治会や地域住民が参
加した洪水に対するリスク
の高い箇所の共同点検の
実施

1

・重要水防箇所等の共同点
検を実施

順次
毎年実施

・出水期前に自治会や地域
住民と重要水防箇所の共同
点検を実施

今後検討 ・河川管理者と自治会や地
域住民で重要水防箇所等
の共同点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等
で重要水防箇所等の共同
点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等
で重要水防箇所等の共同
点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等
で重要水防箇所等の共同
点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と自治会や地
域住民で重要水防箇所等
の共同点検を実施する。

順次
毎年実施

H28年度の取組

・点検実施

H29年度の取組
・点検実施 ・点検実施 ・河川管理者と自治会や地

域住民との重要水防箇所等
の共同点検の実施を検討

・河川管理者と自治会や地
域住民との重要水防箇所等
の共同点検の実施を検討

H29年度
から検討

H30年度の予定

自治会・地域住民も参加す
る共同点検の実施を検討

・取組を引き続き実施 ・河川管理者と自治会や地
域住民との重要水防箇所等
の共同点検の実施を検討。

・河川管理者と地域住民等
との重要水防箇所等の共同
点検の実施を検討。

・点検実施 ・河川管理者と自治会や地
域住民との重要水防箇所等
の共同点検の実施を検討
する。

・引き続き、河川管理者と自
治会や地域住民との重要水
防箇所等の共同点検の実
施を検討する。

②小中学校等における水
災害教育を実施

1

・市町村の要請により、出前
講座等を積極的に行ってい
く。

引き続き
実施

・小中学校からの要請によ
り、出前講座等を積極的に
行っていく。

引き続き
実施

・国土交通省関連機関との
連携による学校防災教育へ
の取り組み
・日本赤十字社と連携した
学校防災教育への取り組み

H28年度
から実施

引き続き
実施

・防災に関する体験学習や
出前講話などを行ってくれ
る組織と連携し、小中学校
等の防災学習を促進する。

引き続き
実施

・小中学校で防災教育を実
施している。

引き続き
実施

・小中学校で防災教育を実
施している。

引き続き
実施

・小中学校で水難事故に関
する教育を実施している。

引き続き
実施

・小中学校での防災教育を
推進していく。

H28年度
から検討

H28年度の取組

・小学校等による水生生物
調査実施時に水防災説明も
実施している。（16団体577
名）

・会津若松管内の9校の小
中学校で出前講座を実施
・喜多方管内で喜多方市4
回、磐梯町1回、猪苗代町1
回出前講座を実施
・猪苗代町吾妻中学校で水
防工法体験学習（出前講
座）を実施

（・東北地方整備局福島河
川国道事務所等と小学校理
科授業支援用資料を作成）
・気象庁ワークショップ等を
通じた防災教育を支援

（10月） ・福島県による市内小学校
出前講座に参加。

11月 ・防災訓練参加及び幼稚園
保育所防災講習会の開催

H29年度の取組

・小学校等による水生生物
調査実施時に水防災説明も
実施している。（16団体758
名）

・小中学校等で出前講座を
実施
※出前講座の実施数
県北：18校、県中：10校、県
南：9校、会津若松：3校、喜
多方：3校、南会津：8校、相
双：2校、いわき：8校　計61
校

引き続き
実施

・H29年5月に日本赤十字社
と連携し、教員を対象、H30
年２月にはいわき市で防災
指導者養成講座として気象
庁ワークショップを開催し
た。

・防災訓練参加 ・防災講話を実施した。 ・小中学校での防災教育を
推進していく。

H29年度
から検討

H30年度の予定

・会津若松市危機管理課か
ら教育委員会担当者を照会
してもらい、支援実施校の
推薦、水防教育の支援を実
施。

・取り組みを引き続き実施 引き続き
実施

・気象庁ワークショップ等を
通じた防災教育を支援

・学校や各種団体で防災教
育を行う。

・出前講座の利用を検討す
る。
・市防災訓練への参加を検
討する。

・防災訓練 ・関係機関と連携し出前講
座等を利用し実施を検討す
る。
・防災訓練への参加を検討
する。

・小中学校での防災教育を
推進していく。

③出前講座等を活用し、水
防災等に関する説明会を
開催

1,15

・市町村の要請により、出前
講座等を積極的に行ってい
く。

引き続き
実施

・市町村の要請により、出前
講座等を積極的に行ってい
く。

引き続き
実施

・市町村及び関係機関等の
要請により、自主防災組織
リーダー研修等への講師派
遣

引き続き
実施

・出前講座等を活用し、要
望に基づき水防災害等に関
する説明を実施

引き続き
実施

・ハザードマップ作成の際に
説明会を実施

H29年度
以降実施

・防災士の方々にご協力を
得ながら、地域での防災研
修会等の開催や地域づくり
協議会内での防災意識の
高揚を図る

H28年度
以降実施

・水防に関しての出前講座
メニューを検討し、実施す
る。

H29年度
以降実施

・ハザードマップ作成の際に
説明会を実施

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・会津若松市北会津公民館
で出前講座を実施（6/3）

・防災セミナー（1/29会津若
松市河東公民館参加者40
人）
・防災士養成フォローアップ
事業（1/28会津若松市参加
者24人）
・防災出前講座（5/26喜多
方市耶麻郡連合神社総代
会25人）
・会津若松管内の9校の小
中学校で出前講座を実施
・喜多方管内で喜多方市4
回、磐梯町1回、猪苗代町1
回出前講座を実施
・自主防災活動促進事業
（11/20喜多方市本林防災
会参加者30人）

・県自主防災組織リーダー
研修会への講師派遣
(12/17.18)
その他自治体等からの要請
による講師派遣を実施

・高齢者施設、介護福祉関
連団体、自治会等を対象に
実施

通年 ・各地区で防災フェスティバ
ルを開催

H29年度の取組

・防災出前講座を実施
(10/27喜多方地方消防防
災協会)
・防災士養成フォローアップ
研修として、会津若松市で
防災士向けの研修を実施
（2/25予定)

・市町村等の要請を受けて
研修会等への講師派遣等
を予定

・出前講座等を活用し、水
災害等に関する説明を実施

引き続き
実施

・自主防災組織の訓練の中
で、水害についての説明会
を実施。

・各地区で防災フェスティバ
ルを開催依頼

・防災に関する出前講座に
水防の内容を盛り込み実施
した。

・ハザードマップを作成した
際に説明会を開催する。

未実施

H30年度の予定

・防災出前講座を実施 ・市町村等の要請を受けて
研修会等への講師派遣等
を予定

・高齢者施設、介護福祉関
連団体、自治会等を対象に
実施

・出前講座の利用を検討す
る。

・各地区で防災フェスティば
るを開催

・引き続き実施していく。 ・完成したハザードマップの
配布に併せて住民説明会
開催する。
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会津若松市 会津坂下町喜多方市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
北陸地整 湯川村会津美里町福島県 福島地方気象台

④まるごとまちごとハザード
マップを整備

4,6,
12

・市町村が作成するまるごと
まちごとハザードマップへの
情報提供

順次実施

H28年度の取組
H29年度の取組
H30年度の予定

⑤効果的な「水防災意識社
会」の再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

7,11,
12

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を作
成・配布

H28年度
から実施

・洪水時の情報収集や避難
の判断基準等を一般住民
に理解してもらえる家庭向
けのチラシを作成し、ホーム
ページで公表
・チラシを市町村等へ配布

今後検討 関係機関と連携して「水防
災意識社会」の再構築に役
立つ広報や資料を作成・配
布

H29年度
から実施

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を作
成・ホームページで公表

H28年度
から順次
実施

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を作
成・配布

H29年度
から検討

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を作
成・配布

H29年度
から検討

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を作
成・配布

H29年度
から検討

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を作
成・配布

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・協議会等における資料提
供及び解説

・地元ＦＭラジオで水災害に
ついて広報
・自主防災組織による土砂
災害避難訓練の際に防災
チラシを作成・配付

５月

１１月

H29年度の取組

・来年度以降検討
・「そなえるふくしま」配布

・お天気フェア等の広報行
事における水防災に関する
防災気象情報のチラシ等の
配布
・H29年11月に防災気象講

9月 ・出水期に合わせ広報誌等
により広報

9月 ・出水期に合わせ水防に関
する広報

・出水期に合わせ広報誌等
により広報

・「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を作
成・配布を検討する。

H29年度から
検討

H30年度の予定

・来年度以降検討 ・お天気フェア等の広報行
事における水防災に関する
防災気象情報のチラシ等の
配布
・市町村訪問等の機会を捉

9月頃 ・出水期に合わせ広報誌等
により広報

・「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料の
作成・配布を検討する。

・出水期に合わせ水防に関
する広報

・出水期に合わせ広報誌等
により広報

・引き続き、検討する。

⑥住民の防災意識を高め、
地域の防災力の向上を図
るための自主防災組織の
充実

14

・自主防災組織率が低いた
め、引続き設立の支援を行
う。
・防災意識を高めるため出
前講座の実施、防災訓練へ
の参加を促進。
・自主防災の啓発や防災組
織設立の支援と設立後の支
援を実施。

引き続き
実施

・自主防災のあり方、役割
の（再）啓発を実施
・大規模災害時の避難住民
の誘導や被災者の救援等
の協力が期待されるため、
自主防災組織の育成・強化
（組織率の向上や組織の実
効性）を行う。
・実際の災害時に機能する
よう実践的な研修・訓練の
実施

H29年度
から順次
実施

・自主防災のあり方、役割
の（再）啓発を実施
・大規模災害時の避難住民
の誘導や被災者の救援等
の協力が期待されるため、
自主防災組織の育成・強化
（組織率の向上や組織の実
効性）を行う。
・実際の災害時に機能する
よう実践的な研修・訓練の
実施

H28年度
から順次
実施

・自主防災のあり方、役割
の（再）啓発を実施
・大規模災害時の避難住民
の誘導や被災者の救援等
の協力が期待されるため、
自主防災組織の育成・強化
（組織率の向上や組織の実
効性）を行う。
・実際の災害時に機能する
よう実践的な研修・訓練の
実施

H29年度
から順次
実施

・自主防災組織を立ち上
げ、地域の防災力の向上を
図る。

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・自主防災活動促進事業
（11/20喜多方市本林防災
会参加者30人）

・新規設立　４組織
・補助金申請　26組織

・組織結成マニュアルを
作成
・防災フェスティバルで
防災マップの周知、講演
会の実施

・新規設立を促すために各
地区で説明会を行った。新
規設立4団体。計11組織

H29年度の取組

・自主防災活動促進事業
（7/11会津若松地方広域婦
人消防隊連絡協議会21名、
7/15坂下地区地域づくり協
議会20名）

・意識醸成のための情報提
供、広報を実施。町内会に
研修会や勉強会開催を促し
自主防災組織設立への意
識醸成を図る

引き続き
実施

・市防災訓練への参加。
・新規設立　５組織
・補助金申請　31組織
・自主防災組織の訓練時に
地区ごとの避難計画の作成
を提案。
・結成率の低い地区に対
し、住民説明会を実施（塩
川地区）。

９月 ・自主防災組織再構築に
向けて、関係機関に協力
要請

・新規設立２組織
・設立支援補助金申請　３
組織

・自主防災組織を立ち上
げ、地域の防災力の向上を
図る。

H29年度
から検討

H30年度の予定

・自主防災活動促進事業に
より、自主防災組織等の活
動促進を図る。
・地域コミュニティ強化事業
により、地域の防災マップ作
りを支援する。(危機管理部)

・町内会に研修会や勉強会
開催を促し自主防災組織設
立への意識醸成を図る

・市防災訓練への参加。
・未設立の行政区に結成を
呼びかけ、説明会を実施す
る。
・継続して地区ごとの避難
計画の作成を提案する。

・自主防災組織の再構築
に向けて関係機関に協力
要請。

・継続して説明会を実施す
る。すでに設立した団体の
フォローアップを実施する。

・引き続き、自主防災組織
の立ち上げを検討する。
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会津若松市 会津坂下町喜多方市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
北陸地整 湯川村会津美里町福島県 福島地方気象台

２．ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

①水防団等への連絡体制
の確認と首長も参加した実
践的な情報伝達訓練の実
施

17

・水防連絡会にて連絡体制
の確認を行い、県・市町村と
共同で情報伝達訓練を実施
する。

引き続き
毎年実施

・出水時における連絡体制
の確認
・情報伝達訓練の実施

引き続き
毎年実施

・情報伝達訓練への支援 引き続き
毎年実施

・河川管理者と市、消防本
部、水防団の連絡体制を確
認し、河川管理者が行う情
報伝達訓練に参加する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と市、消防本
部、水防団の連絡体制を確
認し、河川管理者が行う情
報伝達訓練に参加する。

引き続き
毎年実施

・水防連絡会で連絡体制を
確認し、河川管理者が行う
情報伝達訓練に参加する。
・水防団（消防団）への連絡
網の確認する。
・防災訓練をとおし、職員の
非常招集、各関係機関への
情報伝達訓練を実施

引き続き
毎年実施

・水防連絡会で連絡体制を
確認し、河川管理者が行う
情報伝達訓練に参加する。
・防災訓練を通じて、情報伝
達訓練を検討する。

引き続き
毎年実施

・水防連絡会で連絡体制を
確認し、河川管理者が行う
情報伝達訓練に参加する。

引き続き
毎年実施

H28年度の取組

・情報伝達訓練を実施
（5/27）

・出水時における連絡体制
の確認
・情報伝達訓練の実施

各整備局河川事務所等とと
もに洪水予報演習の実施
（５/20.23.24）

5月 ・連絡体制の確認
・情報伝達訓練に参加

５月 ・消防団員用携帯型デジタ
ル簡易無線　68台購入
・平成25年度から年次計画
により購入し、今年度で予
定の434台を購入

・一般業務用無線設備
（移動系携帯無線機108
台）を整備
・職員の安否確認を含
め、緊急通報システム
（一斉メール）を整備

・河川管理者が行う情報伝
達訓練に参加

H29年度の取組

・情報伝達訓練を実施
（5/12）

・出水時における連絡体制
の確認
・情報伝達訓練の実施

引き続き
毎年実施

・H29.5月に洪水予報伝達
演習を実施した。

4月～5月 ・連絡体制の確認
・情報伝達訓練に参加

伝達訓練を実施 ・河川管理者が行う情報伝
達訓練に参加

・水防連絡会で連絡体制を
確認し、河川管理者が行う
情報伝達訓練に参加する。

H29年度
から検討

H30年度の予定

・情報伝達訓練を実施
(4月～5月頃)

・出水時における連絡体制
の確認
・情報伝達訓練の実施

引き続き
毎年実施

各整備局河川事務所等とと
もに洪水予報演習の実施

・連絡体制の確認
・情報伝達訓練に参加

・情報伝達訓練への参加。 ・伝達訓練の実施 ・河川管理者が行う情報伝
達訓練に参加

・・水防連絡会で連絡体制を
確認し、河川管理者が行う
情報伝達訓練に参加する。

②自治体関係機関や水防
団が参加した洪水に対する
リスクの高い箇所の合同巡
視の実施

16,17

・重要水防箇所等の合同巡
視を実施

引き続き
毎年実施

・出水期前に市町村や水防
団等と重要水防箇所の合同
巡視を実施

引き続き
毎年実施

・河川管理者と水防関係機
関による重要水防箇所等の
合同巡視に参加する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

引き続き
毎年実施

H28年度の取組

・阿賀川水防連絡会として
上下流に分けて実施
（6/8,14）

・阿賀川水防連絡会として
上下流に分けて実施
（6/8,14）
・出水期前に市町村や水防
団等と重要水防箇所の合同
巡視を実施

・阿賀川水防連絡会として
実施（6/8）
・県と重要水防箇所の合同
巡視を実施

５月

・阿賀川河川事務所及び福
島県と実施

・合同巡視実施 ・水防連絡会及び県と共
に、重要水防箇所等の合同
巡視を実施

水防関係機関との合同パト
ロールに参加した。

H29年度の取組

・阿賀川水防連絡会として
上下流に分けて実施
（6/23,30）

・同上
・出水期前に市町村や水防
団等と重要水防箇所の合同
巡視を実施

引き続き
毎年実施

・重要水防箇所の合同巡視
を実施

・阿賀川河川事務所及び福
島県と重要水防箇所等の合
同パトロールを実施。

６月 ・合同巡視実施 ・阿賀川河川事務所及び福
島県と重要水防箇所等の合
同パトロールを実施。

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

未実施

H30年度の予定

・引き続き実施 ・同上
・出水期前に市町村や水防
団等と重要水防箇所の合同
巡視を実施

引き続き
毎年実施

・重要水防箇所の合同巡視
を実施

・阿賀川河川事務所及び福
島県と重要水防箇所等の合
同パトロールを実施。

・合同殉死実施 ・阿賀川河川事務所及び福
島県と重要水防箇所等の合
同パトロールを実施。

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

③毎年、関係機関が連携し
た水防実働訓練等を実施

19,20

・水防管理団体が行う訓練
への参加
・水防工法講習会の支援等
を行う。

引き続き
毎年実施

・水防管理団体が行う訓練
への参加
・水防工法講習会の支援等
を行う。

引き続き
毎年実施

・市町村や関係機関等の要
請により、情報提供等の訓
練への支援

引き続き
実施

・阿賀川での水防実働訓練
への参加。
・毎年実施している防災訓
練の内容を検討する。

引き続き
毎年実施

・水防実働訓練への参加
（阿賀川）
・毎年実施している防災訓
練の内容を検討する。

引き続き
毎年実施

・毎年、出水期前に水防訓
練を実施
・毎年行っている水防訓練
の内容を見直し、実働水防
訓練を検討する。

引き続き
毎年実施

・毎年、出水期前に水防訓
練を実施
・毎年行っている水防訓練
の内容を見直し、実働水防
訓練を検討する。

引き続き
毎年実施

・毎年、出水期前に水防訓
練を実施

引き続き
毎年実施

H28年度の取組

阿賀川水防連絡会として福
島県水防訓練を実施(共
催)(6/5）

・阿賀川水防連絡会と共催
で福島県水防訓練を実施
（6/5）
・会津若松市で総合防災訓
練の実施

・福島県水防訓練への参画 ・県水防実働訓練へ参加。
・県総合防災訓練を市内で
実施・参加

６月から
８月

 ・水防訓練参加 ・出水期前に水防訓練を実
施

・福島県水防訓練に参加し
た。

H29年度の取組

阿賀川水防連絡会として水
防訓練を実施（5/30）

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）
・水防工法技術指導員の派
遣

引き続き
毎年実施

・水防訓練等への参画 ・阿賀川水防訓練に参加(主
催）（5/30）

５月から
８月

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）

Ｈ29．5

H30年度の予定

阿賀川水防連絡会として水
防訓練を実施
（5月予定）

・阿賀川水防訓練に参加予
定
・水防工法技術指導員の派
遣

引き続き
毎年実施

・水防訓練等への参画 ・阿賀川水防訓練に参加(主
催

・関係機関が行う水防訓練
への参加。
・市防災訓練の内容を検討
する。

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）

・関係機関が行う水防訓練
へ参加する。

・引き続き、参加する。
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会津若松市 会津坂下町喜多方市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
北陸地整 湯川村会津美里町福島県 福島地方気象台

④水防活動の担い手となる
水防団・水防協力団体の募
集・指定を促進

18,20

・水防活動の担い手となる
団員の募集を促進する。

引き続き
毎年実施

・水防活動の担い手となる
水防団員の募集を促進す
る。

引き続き
毎年実施

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団員）の募
集を促進する。

引き続き
毎年実施

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団員）の募
集を促進する。

引き続き
毎年実施

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団）の募集
を促進する。

Ｈ28年度
以降検討

H28年度の取組
・広報誌、地元ＦＭラジオで
広報

・消防団（水防団）応援事業
所登録制度の拡充（29事業
所等が登録）

・消防団員募集に関するポ
スターを各地区に配布し
た。

H29年度の取組
・広報誌、地元ＦＭラジオで
広報

・広報紙により募集。 ・消防団（水防団）応援事業
所登録制度の拡充

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団員）の募
集を促進

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団）の募集
を促進する。

未実施

H30年度の予定
・広報誌、地元ＦＭラジオで
広報

・広報紙により募集。 ・消防団応（水防団）援事業
所登録制度の拡充

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団員）の募
集を促進

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団）の募集
を促進する。

⑤国・県・自治体職員等を
対象に、水防技術講習会を
実施

19

・水防技術講習会に参加 引き続き
実施

・水防技術講習会に参加 引き続き
実施

・水防訓練時に行われる技
術講習会に参加。

引き続き
実施

・水防技術講習会に参加 引き続き
実施

・水防技術講習会に参加 引き続き
実施

・水防技術講習会に参加 引き続き
実施

・水防技術講習会に参加 Ｈ28年度
以降検討

H28年度の取組
・水防訓練時の講習会に参
加。

６月 ・福島県水防訓練時の事前
基礎訓練へ参加

・水防技術講習会に参加

H29年度の取組
・水防技術講習会に参加 引き続き

実施
・水防技術講習会に参加 引き続き

実施
・水防訓練時の技術講習会
に参加。

・水防技術講習会に参加 ・水防技術講習会に参加 ・水防技術講習会に参加す
る。

未参加

H30年度の予定
・水防技術講習会に参加 引き続き

実施
・水防技術講習会に参加 引き続き

実施
・水防訓練時の技術講習会
に参加。

・水防技術講習会に参加 ・水防技術講習会に参加 ・水防技術講習会に参加す
る。

⑥大規模災害時の復旧活
動の拠点等配置計画の検
討を実施

21

・復旧活動の拠点等配置計
画を検討

H28年度
から検討

H28年度の取組
H29年度の取組
H30年度の予定

■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組

①要配慮者利用施設によ
る避難確保計画の作成に
向けた支援を実施

14

・地域防災計画に定める要
配慮者利用施設による避難
確保計画等の作成を行おう
とする際の技術的な助言を
行う

引き続き
実施

・要配慮者利用施設による
避難確保計画等の作成を
行おうとする際の技術的な
助言を行う

引き続き
実施

・要配慮者利用施設による
避難確保計画等の作成に
必要な防災気象情報の活
用等助言を行う

随時 ・会津西病院作成の避難計
画へ助言等の支援を実施。
・国、県と連携し、要配慮者
施設における避難計画策定
の推進を行う。

H28年度
から順次
実施

・要配慮者利用施設につい
て、説明会の実施やお知ら
せの送付などにより避難計
画策定の推進を行う。

H29年度
から実施

・要配慮者利用施設におけ
る計画策定の推進を行う。

H28年度
から実施

・要配慮者利用施設におけ
る計画策定の推進を行う。

H29年度
から実施

・要配慮者施設における避
難計画策定の推進を行う。

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・県と同じ
・要配慮者利用施設の管理
者向け説明会実施

・要支援者避難対策地域連
携事業（避難行動要支援者
の個別計画策定促進）の実
施（会津美里町、下郷町）
・要配慮者利用施設の管理
者向け説明会を実施
（2/8,15）

要配慮者施設管理者説明
会へ講師を派遣し解説（県
内8箇所）

・病院や福祉施設等の要配
慮者施設に係る基礎データ
を収集

・要配慮者利用施設事業所
連絡会議時において、協力
要請

H29年度の取組

・要配慮者利用施設による
避難確保計画等の作成を
行おうとする際の技術的な
助言を行う。
・避難行動要支援者対策に
係る地区別会議において計
画作成方法等について説明
した。（1/19）

引き続き
実施

・避難確保計画等の作成推
進のため、要配慮者利用施
設への説明会開催や情報
提供を行う

・洪水浸水想定区域内の要
配慮者利用施設の見直しを
行った。
・避難行動要支援者対策に
係る地区別会議の視聴会
（テレビ会議）を開催。

・避難行動要支援者避難支
援連絡協議会を設置し関係
機関及び関係事業所へ避
難支援の協力要請

・すでに作成している要配
慮者利用施設における計画
の見直し。

・避難計画策定に必要な資
料等を提供する。

H29.8

H30年度の予定

自治体支援 ・要配慮者利用施設による
避難確保計画等の作成を
行おうとする際の技術的な
助言を行う。
・取組促進に向けた市町村
支援を行う。

引き続き
実施

・引き続き要配慮者利用施
設による避難確保計画等の
作成支援を行う

・要配慮者利用施設につい
て、お知らせの送付や必要
に応じて説明会を実施する
などして、避難計画策定の
推進を行う。

・各地区に避難支援連絡会
等の避難支援ネットワーク
を構築する。

・避難計画策定に必要な資
料等を提供し、策定を支援
する。

引き続き実施する。

②大規模工場等への浸水
リスクの説明と水害対策等
の啓発活動

12

・地域防災計画に定める大
規模工場等への浸水リスク
の説明や水害対策など技術
的な助言を行う

引き続き
実施

H28年度の取組
H29年度の取組
H30年度の予定
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会津若松市 会津坂下町喜多方市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
北陸地整 湯川村会津美里町福島県 福島地方気象台

２．ソフト対策の主な取組　③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化

■救援・救助活動の効率化に関する取組

①大規模災害時の救援・救
助活動等支援のための拠
点等配置計画の検討を実
施

5,22

・広域支援拠点等の検討支
援

H28年度
から検討

・広域支援拠点等の検討支
援

H28年度
から実施

・広域支援拠点等の配置等
を検討。

H29年度
から検討

・広域支援拠点等の配置等
を検討

H29年度
から検討

・広域支援拠点等の配置等
を検討

H28年度
から検討

・広域支援拠点等の配置等
を検討
・平成28年6月16日には、町
内の企業2社と、水害等の
発生時に事務所や工場の２
階等を一時避難所とする
「災害時における施設の利
用等に関する協定書」を締
結した。今後も更に町内企
業との協定を進める。

・H29年
度から検
討
・H28年
度から実
施

新たな浸水想定区域に対
応した人員や物資の輸送・
供給計画の見直しを検討

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・地域防災計画では、広域
陸上輸送拠点として会津総
合運動公園をしているほ
か、県倉庫協会と災害時応
援協定を締結し、民間倉庫
も活用できるようにしてい
る。

・地域防災計画書に陸上輸
送拠点として「はんげひがし
公園」を指定

・平成28年6月16日には、町
内の企業2社と、水害等の
発生時に事務所や工場の２
階等を一時避難所とする
「災害時における施設の利
用等に関する協定書」を締
結した。

H29年度の取組

・地域防災計画では、広域
陸上輸送拠点として会津総
合運動公園をしているほ
か、県倉庫協会と災害時応
援協定を締結し、民間倉庫
も活用できるようにしてい
る。

・広域支援拠点等の対象と
なる医療、輸送、調達機関
を選定

・新たな浸水想定区域に対
応した人員や物資の輸送・
供給計画の見直しを検討す
る

H29年度
から検討

H30年度の予定

・地域防災計画では、広域
陸上輸送拠点として会津総
合運動公園をしているほ
か、県倉庫協会と災害時応
援協定を締結し、民間倉庫
も活用できるようにしてい
る。

・広域支援拠点等の配置等
を検討。協定締結に取り組
む

・広域支援拠点等の配置等
を検討

・更に町内企業との協定を
進める。

・引き続き、検討する。

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

①大規模水害を想定した
阿賀川排水計画（案）の検
討を実施

22,23

・排水機場、樋門、排水路
等の情報を踏まえ排水ポン
プ車の適切な配置計画など
を検討

H28年度
から検討

・排水ポンプ車想定箇所リ
ストの整備

今後検討 ・国の排水ポンプ車の配置
計画の情報を確認・共有
し、適切な排水ポンプの設
置箇所の選定などを検討

H29年度
から検討

・排水施設等の情報を確
認・共有し、排水ポンプの設
置箇所の選定

H29年度
から検討

・排水ポンプの設置箇所の
選定

H28年度
から検討

・排水ポンプの設置箇所の
選定

H29年度
から検討

・排水施設等の情報を確
認・共有し、排水ポンプの
設置箇所の選定
・排水作業を委託できる機
関との協定の締結。

H28年度
から検討

H28年度の取組
・水防計画書に排水樋門等
の箇所を明示

・県、村、業者と協定を締結

H29年度の取組

・排水機場、樋門、排水路
等の情報を踏まえ排水ポン
プ車の適切な配置計画など
を検討

・排水ポンプ車配置計画の
情報を確認・共有

引き続き
毎年実施

・適切な排水ポンプの設置
箇所の選定に着手

・適切な排水ポンプの設置
箇所の選定に着手

・排水ポンプの設置箇所の
選定

・排水施設等の情報を確
認・共有し、排水ポンプの
設置箇所の選定

未実施

H30年度の予定

・引き続き実施 ・排水ポンプ車配置計画の
情報を確認・共有

引き続き
毎年実施

・適切な排水ポンプの設置
箇所の選定、確認

・排水ポンプの設置箇所の
選定

・排水ポンプの設置箇所の
選定

・排水施設等の情報を確
認・共有し、排水ポンプの
設置箇所の選定

②排水ポンプ車の出動要
請の連絡体制等を整備

23

・毎年、出水期前に県・市町
村と連携して連絡体制の整
備を行い、情報共有を図
る。

引き続き
毎年実施

・連絡体制の確認 引き続き
毎年実施

・河川事務所の排水ポンプ
車出動要請について連絡体
制の確認を行う。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と連携を図り、
連絡体制の整備を行い毎
年確認する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と連携を図り、
連絡体制の整備を行い毎
年確認する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と連携を図り、
連絡体制の整備を行い毎
年確認する。

引き続き
毎年実施

・排水ポンプ車出動要請の
連絡体制の確認を行う

H28年度
から検討

H28年度の取組

・年度当初に連絡体制の確
認

・年度当初に連絡体制の確
認

・県、村、建設関連業種組
合と協定を締結

H29年度の取組

・年度当初に連絡体制の確
認

・年度当初に連絡体制の確
認

引き続き
毎年実施

・河川事務所の排水ポンプ
車出動要請について連絡体
制の確認を行う。

・総合防災訓練で要請検
討中

・河川管理者と連携を図り、
連絡体制の整備を行い確
認する。

H30年度の予定

・年度当初に連絡体制の確
認

・年度当初に連絡体制の確
認

引き続き
毎年実施

・河川事務所との連絡体制
の確認を行う。

・慶徳 山﨑地区の樋門閉
鎖時の水位の確認を行う。
・排水ポンプ車の状況を確
認するため、河川事務所と
の情報共有を図る。

河川事務所との連絡体制
を確認し、迅速な出動態
勢の整備に努める。

・河川管理者と連携を図り、
連絡体制の整備を行い確
認する。



阿賀川大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組　10／10

会津若松市 会津坂下町喜多方市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
北陸地整 湯川村会津美里町福島県 福島地方気象台

③関係機関が連携した排
水実働訓練の実施

24

・実践的な操作訓練や排水
計画に基づく排水訓練の検
討及び実施
・水防管理団体が行う水防
訓練等への参加

・H28年
度から実
施
・引き続
き毎年実
施

・排水ポンプ車の実働訓練
の実施

今後検討 ・水防訓練と合同で実施 引き続き
毎年実施

・水防訓練と合同で実施を
検討
・河川管理者が行う定期的
な操作訓練に参加

引き続き
毎年実施

・水防訓練と合同で実施を
検討
・河川管理者が行う定期的
な操作訓練に参加

引き続き
毎年実施

・水防訓練と合同で実施を
検討
・河川管理者が行う定期的
な操作訓練に参加

引き続き
毎年実施

・水防訓練と合同で実施 H28年度
から実施

H28年度の取組

・福島県水防訓練で実施
（国交省で実施）
・水防連絡会として実施（北
会津管内5/31,塩川管内
6/17）

・福島県水防訓練で実施
（国交省で実施）

・県水防訓練に参加（排水
訓練あり）

６月 ・水防連絡会として参加
（6/17）

・訓練参加 ・水防連絡会として参加
（5/31）
・河川管理者が行う定期的
な操作訓練に参加

H29年度の取組

阿賀川水防連絡会水防訓
練の中で排水訓練を実施
（5/30）

・訓練への参加 引き続き
毎年実施

・水防訓練と合同で実施 ・訓練参加予定 ・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）

5月 ・水防訓練と合同で実施 未実施

H30年度の予定

・各出張所で関係機関と合
同で排水訓練を実施予定

・訓練への参加 引き続き
毎年実施

・水防訓練と合同で実施 ・訓練参加 ・河川管理者が行う定期的
な操作訓練に参加

・水防訓練と合同で実施



洪水警報の危険度分布とその利用について

福島地方気象台
平成30年4月19日

平成30年度阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会

(中小河川における避難勧告の判断への活用）

Administrator
資料３
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段階的に発表する防災気象情報（水害関連）

明後日から5
日先まで

災害発生

数時間 から
2時間程度
前

半日から
数時間前

2
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災害をイメージしやすい危険度分布
気象庁では、

警報等と合わせて、どこで
危険度が高まっているか
視覚的に確認できるよう
１０分毎にリアルタイムで
危険度分布も提供。

土砂災害警戒判定メッシュ情報
（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）

大雨警報（浸水害）の危険度分布

洪水警報の危険度分布

土砂災害

浸水害

洪水害

大雨 大雨の降っている場所は
気象レーダーで把握可能

（でも、災害の発生する場所・時間とは、
必ずしも一致しない）

高解像度降水ナウキャスト

雨量や土壌雨量指数・表面雨量指数・流域雨量指数そのものは、値が大きいほど災害リスクが高まること
を示す相対的な指標であり、重大な災害のおそれがあるかどうか等を判断するには、これだけでは十分ではあ
りません。そこで、過去の災害発生時の指数の値から「この数値を超えると重大な災害がいつ発生してもおか
しくない」という値を警報の基準に設定するなど、危険度を段階的に判断するための基準に達したかを判定す
ることで危険度分布等を作成し気象庁ホームページ等で提供しています。

3
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危険度(色)の持つ意味は､どの災害も基本的に同じ

色 色の持つ意味
内閣府「避難勧告等に関するガイドライン」で
発令が必要とされている避難情報

土砂災害 浸水害 洪水害

濃
い
紫

極めて危険
警報基準の
一段上の基準に
すでに到達

避難指示（緊急）

薄
い
紫

非常に危険
警報基準の
一段上の基準に
到達すると予想

避難勧告
氾濫注意水位等を
越えていれば
避難勧告

赤
警報
警報基準に
到達すると予想

避難準備・高齢者等
避難開始

避難準備・高齢者等
避難開始

水防団待機水位等を
越えていれば

避難準備・高齢者等
避難開始

黄
注意

注意報基準に
到達すると予想

白 今後の
情報等に留意

避難情報や避難行動との関係は、巻末の
参考資料「危険度分布の色に応じた住民等の行動の例」参照

（参考）
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基準による判定結果を
地図上に表示

市町村単位で
警報等を発表

～洪水警報の危険度分布の場合～危険度分布の利用

住 民

危険度が高まる場所の情報

市町村市町村洪水注意報

洪水警報
（浸水害）

危険度の高まりを伝える情報

等

危険度の
高まりを
伝える

流域雨量指数

中小河川の洪水害発生との
相関が高い指標

洪水警報等が発表された市町村内に
おいて、実際にどこで危険度が
高まっているかを確認。

洪水警報の危険度分布
３時間先
までの予測

高
危
険
度
低

危険な地域
を視覚的
に確認
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洪水害で命が奪われる危険性がある場所
山間部等の流れの速い中小河川などで水流によって川岸が削られるなどして家屋が

押し流されるおそれがある場合、あるいは、中小河川の氾濫が発生したときの浸水の
深さが深く、最上階の床の高さまで浸水するような長期間浸水するおそれのある場所など
には、洪水害で命に危険が及ぶおそれがある。

中小河川（水位周知河川、その他河川）は大雨が降ると急激な増水が起こるという
特徴があり、河川の水位情報（実況値）に加え、「洪水警報の危険度分布」も用いて、
実際に急激な増水が起こるより前の早い段階から避難を心がけることが重要である。

（図：気象庁作成）

山間部等の流れの速い河川で水流によって川岸が削られて押し流されるおそれがある家屋
河川の氾濫が発生したときに水流によって押し流されるおそれがある家屋
河川の氾濫が発生したときに最上階の床の高さまで浸水するおそれがある家屋 など

6
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「水害時における避難・応急対策の今後の在り方について（報告）」
（平成28年3月中央防災会議「水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ」）における中小河川に関する課題

H27年度

～実態・課題（被災市町の事例） ～ （P57）
・ 小河川は、水位上昇が極めて速く、水位計が設置されていないことが多い
ため、水防団や住民からの通報があった時には、既に氾濫が始まっているこ
とが多い。その時点から立退き避難するとかえって危険である。

○避難勧告等の発令タイミングや区域の設定を支援するための仕組み（P58,59）
・ 小河川については、水位上昇が非常に速いため、雨量予測・現場
情報を早期に入手し対処すべきである。なお、情報を入手した時には
既に氾濫が始まっていることが多いことや、小河川であっても沿川では家屋
が流失することもあり得るということを前提にした避難勧告等の発令を
考える必要がある。また、国は累積降雨や予報等から危険度を予測する
ような技術開発を推進すべきである（図41）。

図41 小河川に係る避難判断を支援する情報
(洪水警報を補足するメッシュ情報の提供)（気象庁）

7
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「避難勧告等に関するガイドライン」（平成29年1月、内閣府）における
洪水予報河川・水位周知河川以外の「その他河川」の避難勧告の発令基準

H28年度

◆内閣府「避難勧告等に関するガイドライン」② P23
その他河川等
【避難勧告の判断基準の設定例】
１：A川のB水位観測所の水位が○○m（氾濫注意水位等）に到達し、

次の①～③のいずれかにより、引き続き水位上昇のおそれがある場合
① B地点上流の水位観測所の水位が上昇している場合
② A川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合
③ B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合（実況雨量や予

測雨量において、累加雨量が○○mm以上、または時間雨量が
○○mm以上となる場合）

※ 水位を観測していない場合や基準となる水位の設定ができない場合には、
１の水位基準に代わり、上記②または③を参考に目安とする基準を設定し、
カメラ画像や水防団からの報告等を活用して発令する。

※ 「流域雨量指数の予測値」は防災情報提供ｼｽﾃﾑで提供
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九州北部豪雨災害を踏まえた避難に関する今後の取組-1-
(平成29年12月8日、内閣府･消防庁から自治体への通知)

２ 情報の収集について
(2) 避難勧告等の発令の引き金となる情報の整理

（略）水害や土砂災害のおそれがある場合は、指定河川洪水予報や、
水位計・監視カメラからの河川水位等の現地情報、土砂災害警戒
情報に加え、雨量情報、流域雨量指数の予測値、洪水警報の
危険度分布、土砂災害警戒判定メッシュ情報等から避難勧告等の
発令に資する情報整理し、切迫する状況下においても、これらの
情報の把握に努めること。
特に、急激に水位が上昇する傾向がある山地部の中小河川に

ついては、水位計等が設置されていない場合であっても、水位上昇
の見込みを早期に把握するための情報の１つとして、河川毎の洪水
発生の危険度を地図上で判断できる洪水警報の危険度分布
（平成29年７月４日から提供開始）の活用も有効と考えられる
ことから状況の把握に努めること。

H29年度

（平成29年12月8日、府政防第1546号・消防災第160号「平成29年７月九州北部豪雨災害を踏まえた避難に関する今後の取組について」より抜粋。） 9
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３ 避難勧告等の発令・伝達について
(1) 洪水予報河川・水位周知河川以外の河川等に係る避難

勧告等の発令基準の策定
（略）
災害時に躊躇なく避難勧告等を発令するためには、洪水

予報河川や水位周知河川に比べて得られる情報が少ない
その他河川等についても、山地部等にあり氾濫流により
家屋流出をもたらすおそれがあるなど、命の危険を及ぼすと
判断したものについては、避難勧告等の発令基準を
策定すること。その際、河川水位等の現地情報に加え、
流域雨量指数の予測値（洪水警報の危険度分布）の
活 用 等 に よ り 、 住 民 が 安 全 に 避 難 で き る 時 間 を
考慮した基準となるよう留意すること。

九州北部豪雨災害を踏まえた避難に関する今後の取組-2-
(平成29年12月8日、内閣府･消防庁から自治体への通知)

H29年度

（平成29年12月8日、府政防第1546号・消防災第160号「平成29年７月九州北部豪雨災害を踏まえた避難に関する今後の取組について」より抜粋。） 10
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色が持つ意味 説明※1・2 内閣府のガイドラインの
発令基準に対応する避難情報

極めて危険
すでに基準Ⅲに

到達

流域雨量指数の実況値が過去の重大な洪水害
発生時に匹敵する値にすでに到達。重大な洪水害が
すでに発生しているおそれが高い極めて危険な状況。

非常に危険
３時間先までに基準Ⅲに

到達すると予測

水位周知河川・その他河川がさらに増水し、今後
氾濫し、重大な洪水害が発生するおそれが高い。
水位が氾濫注意水位等を越えている場合には
速やかに避難を開始する。※3

氾濫注意水位等を越えていれば
避難勧告

警戒（警報級）
３時間先までに基準Ⅱに

到達すると予測

水位が水防団待機水位等を越えている場合には
避難の準備をして早めの避難を心がける。※4

高齢者等は速やかに避難を開始する。

水防団待機水位等を越えていれば
避難準備・

高齢者等避難開始
注意（注意報級）
３時間先までに基準Ⅰに

到達すると予測

今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に注意する。

今後の情報等に留意 今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に留意する。
※１ 洪水警報の危険度分布に関わらず、自治体から避難勧告等が発令された場合や河川管理者から氾濫危険情報等が発表された場合には速やかに避難行動を

とってください。
※２ 洪水予報河川の外水氾濫については、洪水警報の危険度分布ではなく、河川管理者と気象台が共同で発表している指定河川洪水予報等を踏まえて

避難勧告等が発令されますので、それらに留意し、適切な避難行動を心がけてください。
※３その他河川では水位を観測していない河川がありますので、その場合は、早めの避難の観点から、速やかに避難を開始することが重要です。
※４その他河川では水位を観測していない河川がありますので、その場合は、避難の準備をして早めの避難を心がけてください。

危険度分布の色に応じた避難行動（洪水害）

注：危険度分布の色と避難情報や避難行動との関係の詳細は、巻末の参考「洪水警報の危険度分布の色に応じた住民等の行動の例」参照。 11
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現地
情報

予測
情報

避難
勧告

内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」が平成29年1月に改定され、
急激な水位上昇が発生する中小河川（水位周知河川・その他河川）における
避難勧告等の判断には、水位計や監視カメラ画像から得られる“現地情報”に
加え、「流域雨量指数の予測値」（洪水警報の危険度分布）などの
水位上昇の見込みが判断できる“予測情報”も合わせて活用するという
新たな考え方が追記されました。

中小河川における避難勧告の判断の考え方

12
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事例 平成29年 小野川の洪水害（大分県日田市）
【赤】

警戒
（警報級）

3時間先までに
警報基準に
到達すると予想

３時間先までに
重大な災害が
発生する

可能性がある

平成29年7月5日14時30分 平成29年7月5日14時31分

平成29年7月5日14時30分 （写真：日田市職員提供）

極めて危険
非常に危険
警戒
注意
今後の情報等に留意

洪水警報の危険度分布

（ ）氾濫注意水位等を越えていれば
『避難勧告』 相当

（ ）水防団待機水位等を越えていれば
「避難準備・高齢者等避難開始」 相当

高
危
険
度
低

14:30 15:00 15:30 18:00

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

写真撮影地点（左図の赤丸）における「洪水警報の
危険度分布」の危険度（色）の時系列変化

３時間先
までの予測

小野川
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事例 平成29年 小野川の洪水害（大分県日田市）
【薄い紫】
非常に危険
（警報級の一段上）

3時間先までに
警報基準の
一段上の基準に
到達すると予想

3時間先までに
重大な災害が
発生する

可能性が高い

平成29年7月5日15時05分

平成29年7月5日15時00分

平成29年7月5日15時05分

（写真：日田市職員提供）

14:30 15:00 15:30 18:00

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

極めて危険
非常に危険
警戒
注意
今後の情報等に留意

洪水警報の危険度分布

（ ）氾濫注意水位等を越えていれば
『避難勧告』 相当

（ ）水防団待機水位等を越えていれば
「避難準備・高齢者等避難開始」 相当

高
危
険
度
低

写真撮影地点（左図の赤丸）における「洪水警報の
危険度分布」の危険度（色）の時系列変化

引き続き水位
上昇のおそれ

３時間先
までの予測

小野川
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事例 平成29年 小野川の洪水害（大分県日田市）
【濃い紫】

極めて危険
（警報級の一段上）

すでに
警報基準の
一段上の基準に

到達

すでに
重大な災害が
発生している
可能性が高い

平成29年7月5日15時39分

すでに避難が
困難な状況

平成29年7月5日15時32分

（写真：日田市職員提供）

平成29年7月5日15時39分

平成29年7月5日15時30分

14:30 15:00 15:30 18:00

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

極めて危険
非常に危険
警戒
注意
今後の情報等に留意

洪水警報の危険度分布

（ ）氾濫注意水位等を越えていれば
『避難勧告』 相当

（ ）水防団待機水位等を越えていれば
「避難準備・高齢者等避難開始」 相当

高
危
険
度
低

写真撮影地点（左図の赤丸）における「洪水警報の
危険度分布」の危険度（色）の時系列変化

３時間先
までの予測
(濃い紫色は実況)

小野川
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事例 平成29年 小野川の洪水害（大分県日田市）
【濃い紫】

極めて危険
（警報級の一段上）

すでに
警報基準の
一段上の基準に

到達

すでに
重大な災害が
発生している
可能性が高い

平成29年7月5日15時39分

すでに避難が
困難な状況

平成29年7月5日18時00分

（写真：日田市職員提供）

平成29年7月5日18時00分

平成29年7月5日18時00分

14:30 15:00 15:30 18:00

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

写真撮影地点（左図の赤丸）における「洪水警報の
危険度分布」の危険度（色）の時系列変化

極めて危険
非常に危険
警戒
注意
今後の情報等に留意

洪水警報の危険度分布

（ ）氾濫注意水位等を越えていれば
『避難勧告』 相当

（ ）水防団待機水位等を越えていれば
「避難準備・高齢者等避難開始」 相当

高
危
険
度
低

３時間先
までの予測
(濃い紫色は実況)

小野川
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流
域

雨
量

指
数 警報基準

注意報基準

警報基準の一段上の基準

※ 破線は60分先までの予測値を表す。写真は日田市職員提供。

平成29年7月5日 日田市鈴連町
小野川の「洪水警報の危険度分布」の危険度（色）

22時17時 18時 19時 20時 21時12時 13時 14時 15時 16時

小野川の「流域雨量指数」

「極めて危険」（濃い紫色）が出現した段階では、
すでに氾濫した水により避難が困難となっているおそれが
あります。中小河川の水位上昇は極めて急激なため、
水位上昇の予測を示す「非常に危険」(薄い紫色)が
出現した時点で、水位計・カメラ画像等で河川の
現況も合わせて確認し、速やかに避難開始の判断を
することが重要です。

14:30 流域雨量指数=8.1 15:00 流域雨量指数=9.8

15:30 流域雨量指数=11.6 18:00 流域雨量指数=13.4

事例 平成29年 小野川の洪水害（大分県日田市）

すでに避難が
困難な状況

すでに避難が
困難な状況
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■ 内閣府「避難勧告等に関するガイドライン」に示されている考え方
中小河川においては、極めて急激な水位上昇が発生するため、

水位上昇の「予測」を示す「洪水警報の危険度分布」の薄い紫が
出現した時点で、水位計や監視カメラ等で河川の「現況」も
合わせて確認し、速やかに避難勧告発令や避難行動開始を
判断することが重要となります。

高
危
険
度
低

（日田市職員提供）

洪水警報の危険度分布

予測情報現地情報

住 民

市町村市町村 15時00分の
３時間先
までの予測

15時05分の
現場の状況

小野川

小野川

【薄い紫】は引き続き水位上昇の
おそれがあるという予測

「現地情報」と「予測情報」を
合わせることで

氾濫発生前に納得感を伴った
避難勧告発令や避難行動開始の

判断が可能となる。

水位計・監視カメラ･水防団通報等

現地情報と予測情報を合わせた避難勧告等の判断
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（注）避難が必要な状況が夜間・早朝となる場合にはより早期の対応が必要になること等がガイドラインでは示されています。

避難勧告等
（避難勧告等に関するガイドライン（発令基準・防災体制編） P1、P6、P10～P26）

気象警報等

対象区域の考え方 種類 判断基準の設定例 種類

○避難勧告等の対象とする区域
・洪水ハザードマップやその基と
なる各河川の洪水浸水想定区域を
基本として設定する。

○立退き避難が必要な状況
・河川から氾濫した水の流れが直接
家屋の流失をもたらすおそれが
ある場合
・氾濫した水の浸水の深さが深く、
屋内安全確保をとるのみでは命に
危険が及ぶおそれがある場合
・人が居住・利用等している地下
施設・空間のうち、その居住者・
利用者に命の危険が及ぶおそれが
ある場合
・ゼロメートル地帯のように浸水が
長期間継続するおそれがある場合

避難指示
（緊急）

・決壊や越水・溢水が発生した場合
・A川のB水位観測所の水位が、氾濫危険水位である（又は当該市町村・区域の危険水位に
相当する）○○mを越えた状態で、指定河川洪水予報の水位予測により、堤防天端高
（又は背後地盤高）である○○mに到達するおそれが高い場合（越水・溢水のおそれの
ある場合）
・異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高まった場合
・樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合（発令対象区域を限定する）

氾濫発生
情報

洪水警報避難勧告

・指定河川洪水予報により、A川のB水位観測所の水位が氾濫危険水位である○○mに
到達したと発表された場合（又は当該市町村・区域の危険水位に相当する○○mに
到達したと確認された場合）
・指定河川洪水予報の水位予測により、Ａ川のＢ水位観測所の水位が堤防天端高（又は
背後地盤高）を越えることが予想される場合（急激な水位上昇による氾濫のおそれの
ある場合）
・異常な漏水・侵食等が発見された場合
・避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・
通過することが予想される場合

氾濫危険
情報

避難準備
・

高齢者等
避難開始

・指定河川洪水予報により、A川のB水位観測所の水位が避難判断水位である○○mに
到達したと発表され、かつ、水位予測において引き続きの水位上昇が見込まれている
場合
・指定河川洪水予報の水位予測により、A川のB水位観測所の水位が氾濫危険水位に
到達することが予想される場合（急激な水位上昇による氾濫のおそれのある場合）
・軽微な漏水・侵食等が発見された場合。
・避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、
夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

氾濫警戒
情報

・気象注意報が発表された場合は、防災気象情報を入手し、気象状況の進展を見守る。
・連絡要員を配置し、防災気象情報の把握に努める。

氾濫注意
情報

洪水
注意報

－
予告的な
気象情報

参考＿洪水予報河川の洪水からの避難が必要となるタイミングとエリア
内閣府「避難勧告等に関するガイドライン」を基に気象庁作成
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避難勧告等
（避難勧告等に関するガイドライン（発令基準・防災体制編） P1、P6、P10～P26）

気象警報等

対象区域の考え方 種類 判断基準の設定例 種類

○避難勧告等の対象とする区域
・洪水ハザードマップやその
基となる各河川の洪水浸水想定
区域を基本として設定する。

○立退き避難が必要な状況
・河川から氾濫した水の流れが
直接家屋の流失をもたらす
おそれがある場合
・山間部等の川の流れの速い
ところで、河岸侵食や氾濫流に
より、家屋流失をもたらす
おそれがある場合
・氾濫した水の浸水の深さが
深く、屋内安全確保をとるのみ
では命に危険が及ぶおそれが
ある場合
・人が居住・利用等している
地下施設・空間のうち、その
居住者・利用者に命の危険が
及ぶおそれがある場合

避難指示
（緊急）

・決壊や越水・溢水が発生した場合
・A川のB水位観測所の水位が堤防高（又は背後地盤高）である○○mに到達するおそれが
高い場合（越水・溢水のおそれのある場合）
・異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高まった場合
・樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合（発令対象区域を限定する）

氾濫発生
情報

洪水警報

流域雨量
指数の
予測値
(氾濫注意
水位等を
越えている
場合)

避難勧告

・A川のB水位観測所の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）である○○mに到達した
場合
・A川のB水位観測所の水位が氾濫注意水位（又は避難判断水位）を越えた状態で、
次の①～③のいずれかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の水位観測所の水位が急激に上昇している場合
②A川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合
③B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合（実況雨量や予測雨量において、
累加雨量が○○mm以上、又は時間雨量が○○mm以上となる場合）

・異常な漏水・侵食等が発見された場合
・避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・
通過することが予想される場合

氾濫危険
情報

氾濫警戒
情報

避難準備
・

高齢者等
避難開始

・A川のB水位観測所の水位が避難判断水位である○○mに到達した場合
・A川のB水位観測所の水位が水防団待機水位（又は氾濫注意水位）を越えた状態で、
次の①～③のいずれかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の水位観測所の水位が急激に上昇している場合
②A川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合
③B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合（実況雨量や予測雨量において、
累加雨量が○○mm以上、又は時間雨量が○○mm以上となる場合）

・軽微な漏水・侵食等が発見された場合
・避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から
明け方に接近・通過することが予想される場合

洪水警報

流域雨量
指数の
予測値
(水防団待機
水位等を
越えている
場合)

氾濫注意
情報

・気象注意報が発表された場合は、防災気象情報を入手し、気象状況の進展を見守る。
・連絡要員を配置し、防災気象情報の把握に努める。

洪水注意報

－
予告的な
気象情報

（注１）流域雨量指数の予測値は、水位上昇の見込みを判断するための情報です。
（注２）避難が必要な状況が夜間・早朝となる場合にはより早期の対応が必要になること等がガイドラインでは示されています。

参考＿水位周知河川の洪水からの避難が必要となるタイミングとエリア
内閣府「避難勧告等に関するガイドライン」を基に気象庁作成
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参考＿その他河川の洪水からの避難が必要となるタイミングとエリア
避難勧告等

（避難勧告等に関するガイドライン（発令基準・防災体制編） P1、P6、P10～P26）
気象警報等

対象区域の考え方 種類 判断基準の設定例 種類

○避難勧告等の対象とする区域
・屋内安全確保をとるのみでは
命に危険が及ぶ河川について、
河川管理者や気象台からの
助言も踏まえ、それぞれの河川
特性等に応じて区域を設定する。

○立退き避難が必要な状況
・山間部等の川の流れの速い
ところで、河岸侵食や氾濫流に
より、家屋流失をもたらす
おそれがある場合
・氾濫した水の浸水の深さが深く、
屋内安全確保をとるのみでは
命に危険が及ぶおそれがある
場合
・人が居住・利用等している地下
施設・空間のうち、 その
居住者・利用者に命の危険が
及ぶおそれがある場合

・大雨特別警報（浸水害）が発表された時には、既に避難勧告等が発令されていることが想定され、
適切な区域に発令されているか等、実施すべき措置がとられているかを再確認する

大雨
特別警報
(浸水害)

避難指示
（緊急）

・決壊や越水・溢水が発生した場合
・A川のB水位観測所の水位が堤防高（又は背後地盤高）である○○mに到達するおそれ
が高い場合（越水・溢水のおそれのある場合）
・異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高まった場合
・樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合（発令対象区域を限定する）

洪水警報

流域雨量指数
の予測値

（氾濫注意水位等を
越えている場合）避難勧告

・A川のB水位観測所の水位が○○m（氾濫注意水位等）に到達し、次の①～③の
いずれかにより、引き続き水位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の水位観測所の水位が上昇している場合
②A川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合
③B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合（実況雨量や予測雨量において、
累加雨量が○○mm以上、又は時間雨量が○○mm以上となる場合）

・異常な漏水・侵食等が発見された場合
・避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・
通過することが予想される場合

避難準備
・

高齢者等
避難開始

・A川のB水位観測所の水位が○○m（水防団待機水位等）に到達し、次の①～③の
いずれかにより、引き続き水位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の水位観測所の水位が上昇している場合
②A川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合
③B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合（実況雨量や予測雨量において、
累加雨量が○○mm以上、又は時間雨量が○○mm以上となる場合）

・軽微な漏水・侵食等が発見された場合
・避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、
夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

洪水警報

流域雨量指数
の予測値

（水防団待機水位等を
越えている場合）

・気象注意報が発表された場合は、防災気象情報を入手し、気象状況の進展を見守る。
・連絡要員を配置し、防災気象情報の把握に努める。

洪水注意報

予告的な
気象情報

（注１）流域雨量指数の予測値は、水位上昇の見込みを判断するための情報です。
（注２）避難が必要な状況が夜間・早朝となる場合にはより早期の対応が必要になること等がガイドラインでは示されています。

内閣府「避難勧告等に関するガイドライン」を基に気象庁作成
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色が持つ意味 避難情報や水位情報等に応じた
住民等の行動の例※1･2

流域雨量指数の各基準への到達状況と
そこから想定される周囲の状況例

極めて危険
すでに警報基準の

一段上の基準に到達

《流域雨量指数の実況値が過去の重大な洪水害発生時に匹敵する値にすでに到達。
重大な洪水害（家屋の床上浸水等）がすでに発生しているおそれが高い極めて危険な状況。》

非常に危険
3時間先までに

警報基準の一段上の
基準に到達すると予想

重大な洪水害が発生するおそれが赤色（警報級）よりもさらに高まると予想
されており、水位が氾濫注意水位等を越えていれば自治体から避難勧告が発令
されうる非常に危険な状況となっているため、自治体の避難情報を確認し、
＜避難勧告等が発令されている場合＞
速やかに避難を開始する。

＜避難勧告等が発令されていない場合＞
河川の水位情報を確認し※３、水位が氾濫注意水位等を越えている場合
には、前述の状況を踏まえ、速やかに避難を開始することが重要。

流域雨量指数の3時間
先までの予測値が、過去
の重大な洪水害発生時
に匹敵する値（警報基
準の一段上の基準）に
到達すると予想。

水位周知河川・その他
河川がさらに増水し、
今後氾濫するおそれが
高い。
重大な洪水害（家屋
の床上浸水等）が
発生するおそれが高い。

警戒
（警報級）

3時間先までに警報
基準に到達すると予想

重大な洪水害が発生するおそれがあり、水位が水防団待機水位等を越えて
いれば自治体から避難準備・高齢者等避難開始が発令されうる状況となって
いるため、自治体の避難情報を確認し、
＜避難準備・高齢者等避難開始が発令されている場合＞
避難の準備をして早めの避難を心がける。

＜避難準備・高齢者等避難開始が発令されていない場合＞
河川の水位情報を確認し※４、水位が水防団待機水位等を越えている
場合には、前述の状況を踏まえ、避難の準備をして早めの避難を心がける。

流域雨量指数の3時間
先までの予測値が、重大
な洪水害が発生しうる値
（警報基準）に到達す
ると予想。

水位周知河川・その他
河川がさらに増水し、
今後氾濫するおそれが
ある。
重大な洪水害（家屋
の床上浸水等）が
発生するおそれがある。

注意
（注意報級）

3時間先までに注意報
基準に到達すると予想

今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に注意。

流域雨量指数の3時間
先までの予測値が、軽微
な洪水害が発生しうる値
（注意報基準）に到達
すると予想。

水位周知河川・その他
河川が増水し、軽微な
洪水害（道路冠水や
家屋の床下浸水等）
が発生するおそれがある。

今後の情報等
に留意 今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に留意。

普段と同じ状況。雨の
ときは、雨水が河川に
集まり流れ下る。

※１ 洪水警報の危険度分布に関わらず、自治体から避難勧告等が発令された場合や河川管理者から氾濫危険情報等が発表された場合には速やかに避難行動をとってください。
※２ 洪水予報河川の外水氾濫については、洪水警報の危険度分布ではなく、河川管理者と気象台が共同で発表している指定河川洪水予報等を踏まえて避難勧告等が発令されますので、それらに留意し、適切な避難行動

を心がけてください。
※３ 河川の水位情報は「川の防災情報」で確認してください。その他河川では水位を観測していない河川がありますので、その場合は、早めの避難の観点から、速やかに避難を開始することが重要です。
※４ 河川の水位情報は「川の防災情報」で確認してください。その他河川では水位を観測していない河川がありますので、その場合は、避難の準備をして早めの避難を心がけてください。

参考＿洪水警報の危険度分布の色に応じた住民等の行動の例
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【資料４】

３）　その他

ハザードマップポータルサイトにつ

いて



                       
 

平 成 2 9 年 6 月 6 日 

水管理・国土保全局防災課 

国土地理院応用地理部  

 

ハザードマップポータルサイトがさらに使いやすくなりました 
～梅雨や台風に備え、災害リスクを簡単に確認できます～ 

 

国土交通省では、住民の方々の避難を迅速化し「逃げ遅れゼロ」を目指す取組の一つとして、

ハザードマップポータルサイトについて、災害リスクを簡単に確認できるようにしました。 

①国土交通省のトップページからアクセス可能にし、②見たい災害リスクを災害種別の図記号

（ピクトグラム）から選べるようにする等の改良を行いました。 

※ハザードマップポータルサイト…災害時の避難や、事前の防災対策など様々な防災に役立つ情報を提供 
 パンフレットはこちら http://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/pamphlet/pamphlet.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

本年も梅雨や台風の時期を迎えますが、気候変動等の影響により水害・土砂災害等の更なる頻発化・激甚

化が懸念されていることから、より多くの人が自らの命を守るための行動に必要な身の回りの災害リスク

を簡単に確認できるように、ハザードマップポータルサイトのさらなる改良を行っております。 
平成28年6月にはスマートフォンからもハザードマップが確認できるようにするなど、段階的に機能を

向上させています。 
今回は、「災害リスクを少ないクリック数で確認可能にする」「誰でも直感的に理解できるピクトグラムに

よる表現にする」など、より使いやすくしました。 
 

  

 

＜問い合わせ先＞ 
（サイトの内容について） 

水管理・国土保全局防災課 大規模地震対策推進室 
室長 東出 成記、課長補佐 伊藤 裕之 
代表電話：03-5253-8111 (内線35-713、35-722) 直通電話:03-5253-8438 FAX:03-5253-1607 

（システムの改良について） 
国土地理院応用地理部 
環境地理情報企画官 山本 洋一、地理情報処理課長補佐 山崎 航 
直通電話:029-864-6269、029-864-6922 FAX:029-864-1804 

【 添付資料 】平成29年度のシステム改良のポイント 

       について 

 

国土交通省トップページから 

アクセスできるようにしました。 
災害リスクを見るための入口に 

災害種別の図記号（ピクトグラム）

を採用しました。 

洪水 

土砂災害 

津波 

国土交通省ハザードマップポータルサイト 
http://disaportal.gsi.go.jp/ 

同時発表：水管理・国土保全局 

Administrator
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【資料５】

３）　その他

危機管理型水位計について



Administrator
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危機管理型水位計 設置計画図（阿賀野川水系 阿賀川・日橋川・湯川）

会津若松市

会津美里町

喜多方市

南
大
橋

観
測
所
受
持
区
間

山科

宮古

馬越

会津若松市役所

会津美里町役場

会津坂下町役場

湯川村役場

1

6

2

4

5
7

南大橋

湯川村

：浸水範囲（阿賀川）

：浸水範囲（日橋川）

：氾濫ﾌﾞﾛｯｸ（阿賀川・日橋川）

：水位観測所

：観測所受持区間

8

会津坂下町

水位計総数：１７基
危機管理型：９基
（計画・既設を含む）
H30d設置数：９基

三本松

東大橋

新湯川
新湯川可動堰

新湯川上流

3

9 ：危機管理型水位計設置箇所



【資料６】

３）　その他

浸水ナビについて



「浸水ナビ」 ご活用ください。URL http://suiboumap.gsi.go.jp/

阿賀川 及び 日橋川 の想定最大浸水区域範囲や浸水シュミレーション
氾濫水到達時間、浸水継続時間などが閲覧できます。

浸水深の時間変化アニメーションの表示

破堤１０分後 破堤３０分後

破堤６０分後 破堤２時間後

Administrator
資料６



【資料7】

３）　その他

防災教育について



n2907
テキストボックス

n2907
タイプライターテキスト
【資料７】
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平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ８ 日 

水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 防 災 課  
先生必見！        を開設しました 

～新作動画も掲載！～ 
 

国土交通省は、洪水や地震などから「命を守る」ための情報、コンテンツを収録

したポータルサイトを開設しました。国土交通省を含めた８機関※から防災教育に役

立つ７５のホームページを収録し、防災教育に取り組む先生方がワンストップで教

育素材を簡単に入手できるポータルサイトとなっています。 

ポータルサイト開設の目玉は、「洪水から身を守るには～命を守るための３つの

ポイント～」と題した動画を初公開！是非、ダウンロードしてご覧ください。 
 

※８機関：国土交通省、気象庁、内閣官房、内閣府、消防庁、文部科学省、NHK、日本赤十字社 

 

○平成 32年度から新学習指導要領が全面実施され、小学校で防災教育の授業が充実

されるようになります。国土交通省は、これまでも先生の指導計画の作成支援等

を行ってきましたが、授業に使える写真や動画などの素材を簡単に入手したいと

いう先生方からの声も踏まえ、平成32年度に向けた授業の準備等に活用いただけ

るよう、本ポータルを開設しました。 
 

○防災教育ポータル 

・防災教育に取り組む先生方に役立つ最新の取

組を【トピックス】として紹介しています。 

・様々な機関が作成している防災教育に役立 

つ資料などを、【教材】【素材】【手引き】 

【事例】に分類し、掲載しています。 

 

 

○【動画】洪水から身を守るには 

～命を守るための３つのポイント～ 

水害時の危険な状況を理解し、命を守る

ための知識と日頃の備えを身につけて

もらうための３つのポイントをまとめ

ています。 

 

【お問合せ先】  
国土交通省水管理・国土保全局防災課 

課  長  補  佐     竹村 雅樹  TEL:03-5253-8111（内線 35-739） 

企 画 係 長     天井 洋平                 （内線 35-742） 

03-5253-8457（直通） 

FAX:03-5253-1607  

洪水から身を守るポイントを解説 

防災教育ポータル 検索 



学校で授業を行う先生方をはじめ、皆様に防災教育に取り組んでいただく際に役立つ
情報・コンテンツとして、国土交通省の最新の取組内容や、授業で使用できる教材例・
防災教育の事例など、8機関75サイトを紹介しています。

掲載カテゴリ

トピックス
最新の取組

教材
すぐに使える教材パッケージ

素材
伝わりやすい写真やイラスト等

手引き
これから防災教育を始める
際の進め方

事例
学年別・分野別の防災教育
の事例

災害時の危険な状況や気をつけるべきポイントをまとめた

「カードゲーム」や「動画」もこのポータルに！！

▲子ども向け動画
「洪水から身を守るには ～命を守るための3つのポイント～」

▲防災カードゲーム
「このつぎなにがおきるかな？」

防災教育ポータル 検索

URL: http://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html

水管理・国土保全局 防災課 【お問い合せ先】03-5253-8111(代表電話)

リンク



トピックス

教材

素材

手引き

事例

指導計画・プリントなど、授業で
使用する教材を作成する際に使用
できる、防災に関する写真・イラ
スト等の素材を紹介しています。

【その他掲載サイト】
・自然災害の脅威（国土交通省）
・震災伝承館（国土交通省） など

防災教育～国土の防災ライブラリ～
（国土交通省）より

防災教育を始める際に参考となる
手引き・ガイドブックや指導計画
の作成例などを紹介しています。

【その他掲載サイト】
・地域における防災教育の実践に関する手引き
（内閣府）
・学校安全＜刊行物＞（文部科学省） など

ダウンロードしてすぐに使える
スライドや解説書・副読本・動画
などの教材を紹介しています。

【その他掲載サイト】
・親子で学ぶ水災害（国土交通省）
・「防災まちづくり・くにづくり」を考える（内閣官房）

など

防災教育に取り組む先生方に役立つ
最新の取組を紹介しています。

どのような授業にするか、具体的
な内容について参考になる、他校
での授業事例等を紹介しています。

【その他掲載サイト】
・水防災意識社会再構築ビジョン（国土交通省）
・チャレンジ！防災48（総務省） など

子ども向け動画
「洪水から身を守るには～命を守るための3つのポイント～」 防災カードゲーム「このつぎなにがおきるかな？」

フィクションドキュメンタリー「荒川氾濫」
（国土交通省）より

水防災教育実施マニュアル
（国土交通省）

小学校で行われた洪水避難訓練の例
（国土交通省）



水害時の危険な状況を理解し、命を守るための知識と日頃の供えを身につけて
もらうための3つのポイントをまとめた動画です。

水管理・国土保全局 防災課 【お問い合せ先】03-5253-8111(代表電話)

はじめに（約2分）

第
1
部

おわりに（約1.5分）

第
2
部

第
3
部

詳細版
（約24分）

ダイジェスト版
（約8分）

大雨がふりつづくとどうなるか見てみよう！
（約4分）

大雨がふりつづいたとき、どんな

危ないことが起こるのか、小学生

が出演するドラマで紹介します。

命を守るための3つのポイントを勉強しよう！
（約4分×３）

命を守るための3つのポイントにつ

いて、詳しく教えてもらいます。

命を守るための3つのポイントを実践しよう！
（約1.5分×３）

命を守るための3つのポイント

を実践して、大雨の中でも無事

に避難する方法を勉強します。

動画の構成

※学校の授業でも使用いただきやすいようにポイントごとにチャプター分けをしています。

動画は以下のHPで視聴・ダウンロードが可能です！
URL: http://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/movie/movie.html

子ども向け動画



水圧によりドアが開かなく
なるシーン

浸水域では歩行が困難
になるシーン

足下が見えずマンホールや
用水路に落ちるシーン

第１部 水害時の危険なシーン

第２部 命を守るための3つのポイント

①どんな危険があるのか
を調べてお家で話し
合おう！

②浸水がはじまる
まえに逃げよう！

③安全に逃げる方法を
しっておこう！

ハザードマップの説明と
ハザードマップポータル
サイトの使い方について解説

第３部 ポイントの実践

水位、今後の雨の降り方
などの情報をPCやテレビ
から取得し、情報を見て
判断する方法を解説

浸水した水の中を歩く
ことの危険性について、
イラストを用いて解説

水害時にどうすれば
良いか家族で話し
合っているシーン

「川の防災情報」を
見ながら避難すべきか
判断しているシーン

安全に避難するための
方法を実践しながら
避難するシーン

動画の内容

足下が見えない中歩くと、マンホールや

水路に気づかず落ちてしまうことがあるよ！

あしもと み なかある

すいろ き お


